
一
、
は
じ
め
に

一
口
に
誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
は
人
の
誕
生
や
死
に
際
し
て
行
わ
れ
る
様
々
な
儀
礼
の
総
称
で
あ
る
。
両

者
の
類
似
性
は
、
す
で
に
何
人
か
の
先
達
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
具
体
的
に
個
々
の
儀
礼
の
対
応
関
係
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
表
１

は
赤
田
光
男
〔
赤
田　

一
九
八
四　

九
三
〕、
表
２
は
新
谷
尚
紀
〔
新
谷　

一
九
九
五　

一
八
〇
〕、
表
３
は
板
橋
春
夫
〔
板
橋　

二
〇
〇
九　

一
三
八
〕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
板
橋
の
表
は
群
馬
県
館
林
市
上
三
林
、
下
三
林
地
区
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
得

た
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
図
は
本
論
と
の
関
係
を
前
提
に
、
筆
者
が
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

新
谷
と
板
橋
は
誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
が
「
誕
生
」
と
「
死
」
か
ら
起
算
し
た
同
一
日
数
を
基
準
に
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て

い
る
が
、
必
ず
し
も
具
体
的
に
対
応
す
る
個
々
の
儀
礼
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
赤
田
は
「
基
本
的
に
産
育
儀
礼
は
あ
の
世
か
ら
こ

の
世
へ
霊
魂
を
引
き
上
げ
て
強
化
す
る
吉
礼
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
葬
送
儀
礼
は
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
霊
魂
を
送
り
込
ん
で
浄
化

す
る
凶
礼
で
あ
り
、
一
見
対
照
的
に
思
わ
れ
る
が
、
両
儀
礼
と
も
霊
魂
の
住
み
か
を
他
へ
引
き
移
す
こ
と
が
共
通
で
あ
り
、
ま
た
強

化
と
い
い
浄
化
と
い
い
、
ケ
ガ
レ
を
払
う
こ
と
が
主
点
と
な
る
た
め
に
、
儀
礼
内
容
も
類
似
す
る
こ
と
に
な
る
。」
と
指
摘
し
〔
赤

田　

一
九
八
四　

九
二
〕、
具
体
的
な
時
間
軸
は
記
し
て
い
な
い
が
、
対
応
の
根
拠
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論

で
は
あ
ら
た
め
て
、「
穢
れ
」「
霊
の
移
行
」
に
焦
点
を
あ
て
、
す
で
に
提
示
さ
れ
て
き
た
誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
の
具
体
的
対
応
性

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
個
々
の
儀
礼
対
応
の
再
検
討 　
　
　
　
　

林　

英
一

一

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
個
々
の
儀
礼
対
応
の
再
検
討



に
つ
い
て
の
再
検
討
を
し
た
い
。
さ
ら
に
「
産
」
と
「
生
」
を
別
の
事
象
と
し
て
捉
え
る
。
言
葉
の
示
す
主
体
が
前
者
は
親
、
後
者

は
子
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

二
、
誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
の
非
相
関
性

両
者
の
対
応
を
み
る
と
き
に
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
同
一
地
域
で
対
応
性
を
捉
え
得
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
板
橋
は
同
一

地
区
で
両
儀
礼
の
対
応
を
さ
せ
て
い
る
が
、
儀
礼
の
形
式
類
似
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
意
味
内
容
に
お
い
て
の
対
応
を
捉
え
て

表1　赤田光男　『日本民俗学』（p93）より

表2　新谷尚紀『死と人生の民俗学』（p180）より

表3　板橋春夫『長寿』（p138）より

産育（生） 葬制（死）

儀

礼

出産祝い
三日祝い
お 七 夜
産屋明け
宮 参 り

通 夜
三日帰り
初 七 日
三 七 日
忌 明 け

産　育 葬　送
出産（産飯）

　　　　（産湯）
（湯初め）・（産着）
お七夜（名付け）

お宮参り 

当日

３日
７日
33日
35日
49日

死亡（枕飯）
（湯灌）（死装束）

しあげ
初七日

五七日
忌明け（四十九餅）

産育儀礼 期日 葬送儀礼
誕生 ０ 死

（産飯） 枕飯・枕団子
産湯 湯灌

（産着） （死に装束）
お七夜 ７日 初七日
オビヤ 21日

お宮参り 31日
49日 オタナアゲ
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い
る
も
の
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
、
時
間
軸
を
元
に
し
た
対
応
を
見
出
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
形

式
類
似
性
が
相
関
的
対
応
性
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岡
田
真
帆
に
よ
る
と
香
川
県
観
音
寺
市

柞
田
町
大
畑
地
区
で
は
、
百
手
神
事
に
お
い
て
「
穢
れ
」
に
基
づ
く
行
事
参
加
に
関
し
て
、「
死
」
の
生
起
で
は
自
粛
す
る
が
、「
出

産
」
で
は
取
り
決
め
が
な
い
と
い
う
〔
岡
田　

二
〇
一
七　

八
一
〕。
当
該
地
で
は
、
両
儀
礼
が
相
関
的
関
係
に
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
相
関
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
「
対
応
」
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

赤
田
は
出
産
祝
い
と
通
夜
を
対
応
さ
せ
て
い
る
（
表
１
）。
こ
の
両
者
の
対
応
に
妥
当
性
は
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
儀
礼
成
立
の

相
関
性
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
赤
田
が
対
応
さ
せ
た
「
出
産
祝
い
」
と
「
通
夜
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

赤
田
の
い
う
「
出
産
祝
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
対
応
表
を
載
せ
て
い
る
『
日
本
民
俗
学
』
で
は
、
産
育
儀
礼

は
「
一
般
に
妊
娠
祝
い
・
帯
祝
い
・
出
産
祝
い
・
三
日
祝
い
・
名
付
け
祝
い
・
宮
参
り
・
食
い
ぞ
め
・
初
節
供
・
初
正
月
・
初
誕
生

祝
い
・
七
五
三
な
ど
が
あ
る
」
と
す
る
〔
赤
田　

一
九
八
四　

八
七
～
八
八
〕。「
出
産
祝
い
」
は
帯
祝
い
と
三
日
祝
い
の
間
に
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
象
と
し
て
の
「
出
産
」
に
直
接
的
に
関
わ
る
「
祝
い
」
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
多
度
津
藩

藩
士
で
あ
っ
た
冨
井
泰
藏
が
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
か
ら
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
ま
で
の
日
記
を
残
し
て
い
る
（『
冨
井

泰
藏
覚
帳
』）。
明
治
七
年
の
二
月
十
日
の
項
に
「
旧
暦
十
二
月
廿
四
日
、
伜
弥
六
藤
枝
に
女
子
出
生
、
辰
の
刻
に
安
産
也
。
家
内
何

茂
相
祝
い
候
」
と
あ
る
〔
冨
井　

一
九
七
八　

五
五
二
〕。
冨
井
泰
藏
の
初
孫
誕
生
の
日
の
記
述
で
あ
る
が
、「
家
内
何
茂
相
祝
い

候
」
が
「
出
産
祝
い
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
冨
井
泰
藏
覚
帳
』
で
の
「
祝
い
」
の
記
述
で
は
、
招
待
客
が
あ
る
場
合
に

は
そ
の
人
物
の
名
前
ま
で
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
祝
い
に
お
い
て
は
、「
家
内
」
の
「
祝
い
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
招
待
客
は
い
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
家
内
＝
家
族
」
だ
け
の
祝
い
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

長
野
県
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村
平
林
で
は
、「
ア
カ
ン
ボ
が
生
ま
れ
る
と
、
新
し
く
ご
飯
を
炊
い
て
祝
う
。
こ
れ
を
ア
カ
ン
ボ
ノ

ト
シ
ト
リ
と
呼
ぶ
」「
こ
わ
い
親
戚
は
、
ト
シ
ト
リ
ノ
ゴ
ハ
ン
に
呼
ば
れ
て
、
七
日
目
頃
ま
で
湯
浴
び
せ
し
な
が
ら
産
婦
や
ア
カ
ン

三

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
個
々
の
儀
礼
対
応
の
再
検
討



ボ
の
様
子
を
見
舞
う
。
近
所
の
人
々
も
七
日
目
前
後
の
頃
ま
で
に
ボ
コ
ミ
と
呼
び
お
見
舞
い
に
行
く
。
米
一
升
に
罐
詰
・
ゼ
ン
マ

イ
・
卵
な
ど
を
付
け
た
り
、
ま
た
重
箱
に
付
け
た
米
の
粉
か
米
の
粉
が
間
に
合
わ
な
い
と
き
に
は
米
が
持
参
さ
れ
る
。」
と
の
報
告

が
あ
る
〔
長
野
県
史
刊
行
会
民
俗
編
編
集
委
員
会　

一
九
八
二　

二
〇
〕。
平
林
で
は
出
産
の
と
き
の
「
祝
い
」
は
「
ア
カ
ン
ボ
ノ

ト
シ
ト
リ
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
祝
い
」
は
「
ト
シ
ト
リ
」
を
目
的
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
お
見
舞
い
」
は

誕
生
直
後
で
は
な
く
、「
七
日
頃
ま
で
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
祝
い
」
と
は
別
に
「
見
舞
い
」
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

大
藤
ゆ
き
は
、
藤
沢
市
西
俣
野
で
「
出
産
後
10
日
頃
ま
で
に
、
あ
る
い
は
宮
ま
い
り
ま
で
に
組
の
女
が
か
ん
ぴ
ょ
う
、
砂
糖

な
ど
を
も
っ
て
見
舞
う
。
か
る
い
つ
き
あ
い
は
麩
（
く
る
ま
麩
）
を
も
っ
て
く
る
も
の
が
多
か
っ
た
。」
と
報
告
す
る
〔
大
藤　

一
九
八
九　

一
一
七
〕。
平
林
や
藤
沢
市
で
は
「
見
舞
い
」
に
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
家
族
以
外
の
者
に
よ
る
「
祝
い
」

を
可
視
化
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
赤
田
の
い
う
「
出
産
祝
い
」
は
そ
の
内
容
が
具
体
的
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

時
系
列
的
に
見
る
限
り
、「
見
舞
い
」
で
は
な
く
、
現
象
と
し
て
の
誕
生
の
生
起
に
際
し
、
こ
れ
を
祝
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
冨

井
家
の
祝
い
は
こ
の
「
祝
い
」
で
あ
ろ
う
。

一
方
、「
通
夜
」
は
明
治
十
七
年
十
月
四
日
に
出
さ
れ
た
太
政
官
布
達
第
二
十
五
号
「
墓
地
及
埋
葬
取
締
規
則
」
第
三
条
「
死
體

ハ
死
後
二
十
四
時
間
ヲ
經
過
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
埋
葬
又
ハ
火
葬
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」〔
内
閣
官
房
局　

一
九
七
六　

一
四
五
〕
が

発
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
現
在
の
東
京
都
青
梅
市
に
あ
た
る
南

小
曽
木
村
小
布
市
に
、
市
川
庄
右
衛
門
が
記
し
た
安
政
六
年
か
ら
明
治
三
十
年
に
か
け
て
の
『
市
川
家
日
記
』
が
伝
わ
る
。
河
岡

武
春
の
「
解
題
」
に
よ
る
と
、
市
川
庄
右
衛
門
は
「
寄
合
の
ま
と
め
役
」
と
い
う
〔
河
岡
武
春　

一
九
七
一　

五
七
〇
〕。
こ
の

『
市
川
家
日
記
』
に
は
、「
通
夜
」
の
語
が
出
て
こ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
朝
死
亡
し
た
ら
夕
方
に
は
「
そ
う
れ
い
」
を
行
っ
て
い

る
。
布
達
が
出
さ
れ
て
か
ら
は
当
日
の
「
そ
う
れ
い
」
の
割
合
は
、
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
い
が
激
減
す
る
〔
市
川　
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一
九
七
一
〕（
分
析
は
拙
著
『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』〔
林　

二
〇
一
〇
〕）。
早
々
に
「
そ
う
れ
い
」
を
す
ま
し
、「
通
夜
」
儀
礼
を

行
う
だ
け
の
「
時
間
」
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
茶
は
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
に
帰
郷
し
て
い
る
間
に
亡
く
な
っ
た
父
の
葬
送
儀
礼
の
顛
末
を
『
父
の
終
焉
日
記
』
と
し
て
ま

と
め
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
も
「
通
夜
」
の
語
は
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
儀
礼
的
な
も
の
は
行
わ
れ
て
い
な
い
〔
一
茶　

一
九
三
四

五
八
～
五
九
〕。

さ
ら
に
、
香
川
県
坂
出
市
府
中
町
西
福
寺
に
お
け
る
一
九
九
五
年
の
筆
者
の
自
宅
で
の
葬
儀
で
は
、
同
行
（
ド
ウ
ギ
ョ
ウ
、
地
縁

的
組
織
の
呼
称
）
に
通
夜
を
ど
う
す
る
か
相
談
し
た
ら
、「
通
夜
は
や
ら
ん
や
ろ
」
と
言
わ
れ
、
僧
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
や
は
り

通
夜
を
や
ら
な
い
の
が
一
般
的
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
三
年
の
葬
儀
で
は
同
じ
人
に
「
通
夜
、
や
ら
な
ん
だ
ら

葬
式
に
な
ら
ん
や
ろ
」
と
言
わ
れ
、
当
該
地
で
「
通
夜
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
八
年
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
筆
者
調
査
）。

だ
か
ら
と
い
っ
て
江
戸
時
代
に
、「
通
夜
」
の
語
が
葬
送
儀
礼
関
連
に
お
い
て
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。『
門
屋

養
安
日
記
』
に
「
通
夜
」
の
語
が
み
ら
れ
る
。
茶
屋
十
六
の
「
解
題
」
に
よ
る
と
、
門
屋
養
安
は
「
秋
田
県
佐
竹
藩
直
営
の
銀
山
、

院
内
銀
山
の
お
抱
え
医
師
と
し
て
銀
山
町
に
居
住
し
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
か
ら
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
い
た
る
三
十
五

年
間
に
わ
た
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
日
記
を
書
き
残
し
」
て
い
る
〔
茶
屋　

一
九
九
七　

五
二
三
〕。
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年

二
月
三
日
の
項
に
は
「
夜
、
桜
田
江

通
夜
ニ
参
候
」
と
あ
り
、
翌
四
日
に
は
「
桜
田
葬
式
」
と
あ
る
〔
門
屋　

一
九
九
七　

一
一
四
〕。

こ
の
記
述
か
ら
、
葬
儀
の
前
日
に
「
通
夜
」
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
儀
礼
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
よ
り
前
の
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
十
月
廿
五
日
・
廿
六
日
に
三
十
郎
の
親
与
十
郎
の
葬
儀
に
つ
い
て
の
記
述
を
み
る
と
、

廿
五
日
に
は
「
三
十
郎
親
ニ
江

夜
伽
ニ
罷
越
候
。
五
重
相
伝
の
人
数
も
、
不
残
罷
越
申
候
」
と
あ
り
、
参
加
し
た
人
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
「
諦
誉
和
尚
念
仏
、
可
罷
越
廻
章
参
候
」
と
あ
る
。
翌
廿
六
日
に
「
与
十
郎
殿
葬
式
、
昼
過
ニ
相
成
候
。
其
節
雪
晴

五

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
個
々
の
儀
礼
対
応
の
再
検
討



仕
合
ニ
有
之
。
大
ニ
野
送
も
数
多
ニ
て
、
掛
念
仏
ニ
て
相
送
申
候
」〔
門
屋　

一
九
九
六　

二
八
八
〕
と
あ
り
、「
葬
式
」
の
前
日
に

「
五
重
相
伝
」
と
し
て
諦
誉
和
尚
に
よ
る
「
念
仏
」
が
「
夜
伽
」
で
行
わ
れ
た
と
読
め
る
。
葬
儀
の
前
日
に
、
念
仏
儀
礼
が
行
わ
れ
、

さ
ら
に
「
夜
伽
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
「
通
夜
」
と
は
記
述
し
て
い
な
い
。
翌
年
（
約
半
年
後
）
の
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
三

月
九
日
に
は
「
桜
田
弥
七
殿
祖
母
」
が
亡
く
な
る
が
、
十
日
の
項
に
「
伽
い
た
し
翌
朝
罷
帰
候
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
〔
三
〇
二

頁
〕。
と
こ
ろ
が
先
の
与
十
郎
の
三
十
五
日
に
関
し
て
、
十
一
月
廿
二
日
の
項
に
は
、「
与
十
郎
殿
、
今
日
よ
り
明
日
江

三
十
五
日
法

事
相
弔
候
付
、〈
中
略
〉
三
十
郎
江

罷
越
、
通
夜
い
た
し
罷
帰
候
。」
と
あ
り
、
三
十
五
日
の
法
事
に
お
い
て
も
「
通
夜
」
の
記
述
が

み
ら
れ
る
〔
二
九
〇
頁
〕。
た
だ
し
念
仏
の
よ
う
な
儀
礼
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、「
三
十
五
日
」
を
文
字
通
り
通
夜
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
天
保
・
弘
化
年
間
に
お
い
て
葬
儀
の
前
日
の
儀
礼
は
「
夜
伽
」
の
中
で
念
仏
が
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が

「
通
夜
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
十
五
日
に
お
い
て
も
記
述
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
通
夜
」
の
意
味
は
、
当
該
地
に
お
け
る
当
時
は
文
字
通
り
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
墓
地
及
埋
葬
取
締
規
則
」
が
発
布
さ
れ
る
と
、
そ
の
日
の
う
ち
に
埋
葬
ま
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
地
域
で
は

二
十
四
時
間
の
空
白
の
時
間
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
遺
体
を
目
の
前
に
し
て
、「
儀
礼
と
し
て
の
通
夜
」
が
成
立
し
、
定
着
し
て
現
在

に
至
る
よ
う
に
な
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
儀
礼
と
し
て
の
通
夜
」
は
、
誕
生
儀
礼
と
の
相
関
的
な
関
係
の
中
で

成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
時
代
的
に
も
比
較
的
新
し
く
独
自
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

「
出
産
祝
い
」（「
見
舞
い
」）
と
「
通
夜
」
と
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
。
た
だ
し
『
市
川
家
日
記
』
に
は
「
そ
う

れ
い
＝
埋
葬
」
の
翌
日
に
「
見
舞
受
」
と
の
記
述
が
散
見
す
る
〔
市
川　

一
九
七
一
〕。
こ
の
「
見
舞
」
は
葬
儀
の
翌
日
に
行
わ
れ
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
地
縁
的
な
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る
「
悔
や
み
」
を
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
誕
生
儀
礼
の
見

舞
い
は
「
祝
い
」
の
意
味
に
お
い
て
、
葬
送
儀
礼
の
見
舞
い
は
「
悔
や
み
」
の
意
味
に
お
い
て
は
対
義
的
で
あ
る
と
い
え
、
そ
れ
は

喜
び
と
悲
し
み
・
慰
め
と
い
っ
た
感
情
の
投
げ
か
け
を
シ
ス
テ
ム
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
点
で
は
類
似
性
を
み
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て
と
れ
る
が
、
両
者
が
相
関
性
を
も
つ
と
い
え
る
だ
け
の
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。

三
、
生
と
死
の
観
念
的
類
似
性

（
一
）
猫
の
禁
忌

と
は
い
え
、「
生
」
と
「
死
」
と
い
う
現
象
に
対
す
る
人
々
の
観
念
的
類
似
性
は
、
そ
れ
に
関
す
る
禁
忌
や
呪
術
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
達
は
そ
の
対
応
関
係
を
も
と
め
よ
う
と
試
み
た
と
い
え
る
。
本
節
で
は
、
個
々
の
儀
礼
で
は
な
く
、
総
体

と
し
て
の
観
念
的
類
似
性
を
あ
ら
た
め
て
示
す
。

『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五
〕
の
「
出
産
に
関
す
る
俗
信
・
禁
忌
・
呪
法
」
で
、
山
梨

県
〔
三
〇
九
頁
〕、
長
野
県
南
佐
久
郡
畑
八
〔
三
〇
九
頁
〕、
福
岡
県
〔
三
一
二
頁
〕
で
、「
産
室
に
猫
を
近
づ
け
な
い
」
と
の
禁
忌

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
報
告
事
例
は
少
な
い
が
、
産
に
お
い
て
、
猫
の
禁
忌
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
理
由

に
関
し
て
の
伝
承
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』「
凡
例
」
に
「
本
書
の
内
容
は
、
恩
賜
財

団
愛
育
会
（
現
在
は
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
）
が
昭
和
十
年
六
月
に
全
国
道
府
県
在
住
の
民
俗
研
究
者
等
に
委
嘱
し
て
行
っ
た
産
育

習
俗
調
査
の
報
告
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
〔
一
〇
頁
〕、
昭
和
初
期
に
は
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
遺
体
の
あ
る
部
屋
に
猫
を
近
づ
け
な
い
と
す
る
地
域
が
特
に
東
北
地
方
中
心
に
報
告
が
み
ら
れ
、
事
例
も
多
い
。
青
森
県

田
子
町
で
は
、「
死
者
に
猫
を
近
づ
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
死
者
の
枕
元
に
逆
さ
屏
風
を
立
て
た
。
田
子
町
で
は
、
死
人
の
上

を
猫
が
は
ね
る
と
縁
起
が
悪
い
と
い
」
い
〔
青
森
県
史
編
さ
ん
委
員
会　

二
〇
〇
一　

二
六
六
〕、
青
森
市
細
越
や
高
田
で
は
、「
猫

や
魔
物
が
近
づ
い
て
こ
な
い
よ
う
に
、
死
者
の
枕
元
に
包
丁
な
ど
の
刃
物
を
置
く
。
猫
が
死
者
の
と
こ
ろ
に
行
く
と
そ
の
猫
が
化
け

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。」
と
い
う
〔
青
森
市
編
集
委
員
会　

二
〇
〇
八　

三
五
四
〕。
岩
手
県
宮
古
市
田
代
で
は
「
死
者
の
上
を
猫

七
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が
通
る
と
、
魔
が
さ
し
て
死
者
が
立
ち
上
が
る
と
い
う
の
で
、
猫
を
近
づ
け
な
か
っ
た
。」〔
宮
古
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
四　

四
九
三
〕、
福
島
県
滝
根
町
で
は
「「
猫
に
近
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
猫
が
死
者
を
跨
い
だ
り
し
た
場
合
は
起
き
上
が
る

こ
と
が
あ
る
と
い
う
。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
滝
根
町
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
八
八　

五
八
一
〕。
実
際
に
踊
り
だ
し
た
と
の
伝

承
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
藤
澤
清
二
は
「
餅
の
行
事
そ
の
他
」
の
中
で
「
西
勝
樂
町
に
ミ
ソ
お
ん
ち
あ
と
呼
ぶ
男
が
あ
つ
て
日
三
市

鑛
山
で
死
ん
だ
時
に
さ
う
し
た
處
置
（
魔
除
け
）
を
し
な
か
つ
た
た
め
、
猫
の
魔
に
入
ら
れ
て
、
死
人
が
は
ね
置
き
て
飛
び
歩
い
た

の
を
、
は
う
き
で
叩
い
た
ら
忽
ち
こ
な
ご
な
と
穏
や
か
に
な
つ
た
と
い
ふ
事
が
實
話
と
し
て
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
は
う
き
で
打
つ
こ

と
が
魔
を
散
ず
る
所
以
」
と
報
告
し
て
い
る
（（　

）
内
筆
者
）〔
藤
澤　

一
九
四
二　

三
二
〕。
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
の
猫
の
禁
忌

は
、
対
「
遺
体
」
の
伝
承
と
し
て
語
ら
れ
、「
猫
＝
魔
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
猫
が
誕
生
儀
礼
に
お
い
て
も

禁
忌
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
の
間
に
何
等
か
の
観
念
的
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。

（
二
）
箒
の
呪
術
性

と
こ
ろ
で
藤
澤
の
報
告
に
、
猫
に
ま
た
が
れ
て
飛
び
歩
い
た
遺
体
を
箒
で
打
っ
た
ら
穏
や
か
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
箒
の

呪
術
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
新
谷
尚
紀
は
『
死
と
人
生
の
民
俗
学
』
の
中
で
「
産
室
に
箒
を
た
て
か
け
て
お
く
と
安
産
で
き
る
と

い
い
、
妊
婦
が
箒
を
ま
た
い
だ
り
粗
末
に
し
て
は
な
ら
な
い
」〔
新
谷　

一
九
九
五　

七
五
〕、「
箒
は
民
俗
の
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
は
、

生
命
を
迎
え
い
れ
ま
た
送
り
出
す
呪
具
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
〔
新
谷　

一
九
九
五　

七
六
〕。
香
川
県
多
度
津

町
で
は
「
ウ
ブ
の
神
は
ホ
ウ
キ
神
で
、
ほ
う
き
神
さ
ん
が
お
越
し
に
な
ら
な
い
と
赤
ち
ゃ
ん
は
生
ま
れ
な
い
。」「
ウ
ブ
の
神
さ
ん
、

ウ
ブ
の
神
さ
ん
は
ホ
ウ
キ
神
さ
ん
、
ホ
ウ
キ
神
さ
ん
が
赤
ち
ゃ
ん
を
か
き
出
し
て
く
れ
た
。」
と
言
わ
れ
て
い
る
〔
多
度
津
町
誌
編

集
委
員
会　

一
九
九
〇　

一
〇
〇
九
〕。
多
度
津
町
で
は
箒
が
単
な
る
呪
具
と
し
て
で
は
な
く
神
格
化
さ
れ
、
出
産
に
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
箒
が
か
き
出
す
道
具
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
連
想
と
、「
呪
具
と
し
て
の
箒
」
が
重
な
っ
て
神

格
化
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
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一
方
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
は
埼
玉
県
神
川
町
渡
瀬
に
お
い
て
、
出
棺
後
に
祭
壇
を
縮
小
す
る
際
に
、
鰹
節
を
撒
い
て
箒
で
外
へ

掃
き
出
す
と
い
わ
れ
て
い
る
（
筆
者
調
査
）。
こ
の
事
例
で
は
遺
体
が
あ
っ
た
部
屋
に
鰹
節
を
撒
く
こ
と
と
、
箒
で
そ
れ
を
掃
き
出

す
こ
と
の
ど
ち
ら
が
主
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
あ
え
て
撒
か
れ
た
も
の
が
生
臭
で
あ
る
鰹
節
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
箒
で
掃
き

出
す
」
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
呪
具
と
し
て
箒
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
一
九
九
二
年
の
調
査
時
に
精
進
落
と

し
前
が
終
わ
ら
な
い
と
生
臭
を
食
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
生
臭
を
撒
く
こ
と
は
、
意
図
的
に
「
穢
れ
」
の

減
失
を
表
象
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
意
図
的
な
禁
忌
侵
犯
で
あ
る
。
そ
れ
を
掃
き
出
す
こ
と
も
、「
穢
れ
」
を

掃
き
出
す
行
為
に
繋
が
り
、
呪
術
的
に
「
箒
」
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、「
穢
れ
」
か
ら
み
る
「
産
」
と
「
死
」

産
気
づ
く
と
、
産
小
屋
に
籠
っ
て
出
産
を
迎
え
る
地
域
が
散
見
す
る
。
多
度
津
町
高
見
島
で
は
、「
浜
地
区
で
は
カ
ゲ
ヤ
、
浦
地

区
と
板
持
地
区
で
は
ベ
ツ
ヤ
と
呼
ぶ
。
山
納
屋
に
板
で
座
を
あ
げ
た
粗
末
な
小
屋
だ
っ
た
。
カ
ゲ
ヤ
・
ベ
ツ
ヤ
で
お
産
を
す
る
の
は
、

蛭
子
さ
ん
や
荒
神
さ
ん
に
す
ま
ぬ
か
ら
主
家
と
は
別
火
で
煮
炊
き
を
す
る
。」
と
い
う
〔
多
度
津
町
誌
編
集
委
員
会　

一
九
九
〇　

一
〇
〇
八
〕。
ま
た
長
崎
県
壱
岐
郡
（
現
、
壱
岐
市
）
で
は
、「
昔
は
産
婦
の
飯
は
別
火
で
炊
い
た
。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
恩
賜

財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

二
一
七
〕。「
別
火
」
生
活
の
必
要
性
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
産
」
に
よ
る
「
穢
れ
」
の
生

起
が
観
念
さ
れ
て
い
た
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

埼
玉
県
神
川
町
渡
瀬
で
は
、
葬
儀
に
際
し
、
庭
に
小
さ
な
竃
を
作
り
、
枕
団
子
な
ど
を
作
る
が
、
終
わ
っ
た
ら
竃
を
壊
し
た
と

い
う
。
そ
こ
で
枕
団
子
な
ど
を
作
る
こ
と
は
、「
別
火
」
の
行
為
化
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
壊
す
こ
と
は
、
同
じ
火
を
使
え
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
（
筆
者
調
査
）。
ま
た
葬
家
が
「
忌
中
札
」「
忌
中
紙
」
を
門
や
玄
関
に
立
て
る
（
貼
る
）
地
域
は
多
い
。
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多
度
津
町
で
は
、「
今
か
ら
五
〇
年
ば
か
り
前
ま
で
は
、
多
度
津
町
で
は
死
者
の
家
の
し
る
し
と
し
て
、
家
の
表
口
に
簾
を
つ
る
し
、

簾
の
中
心
部
に
「
忌
、
は
い
よ
せ
な
し
」
な
ど
と
書
い
た
紙
を
張
り
つ
け
る
風
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
〔
多
度
津
町　

一
九
九
〇　

一
〇
三
一
〕。
死
者
を
出
す
と
、
家
全
体
が
穢
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
死
」
に
よ
る
「
穢
れ
」
の
生
起
に
関
す
る
事
例
は
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
『
延
喜
式
』
に
、「
凡
二

觸
穢
惡
事
一

應
レ

忌
者
。
人
死
限
二

卅
日
一

。
自
二

葬
日
一

始
計
。
産
七
日
。」
と
あ
り
〔
黒
坂　

一
九
六
五
年
、
六
八
〕、「
産
」
と
「
死
」
に
際
す
る
「
穢
れ
」
の
観
念
は
平
安
時
代
に
は
認
め
ら
れ
る
。
江
戸
幕
府
は
貞
享
元

（
一
六
八
四
）
年
「
服
忌
令
」
を
三
月
二
日
に
「
町
触
れ
」
と
し
て
発
布
し
た
。「
町
触
れ
」
か
ら
「
産
」
と
「
死
」
に
関
す
る
項
目

を
み
る
と
、「
産
」
に
関
し
て
は
「
産
褥　

父
七
日　

母
三
十
五
日
」、「
死
」
に
関
し
て
は
「
父
母　

忌
五
十
日　

服
十
三
月
」
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
右
之
通
、
服
忌
令
日
数
被
仰
出
候
間
、
町
々
ニ
而
写
取
、
家
持
ハ
不
及
申
、
借
家
店
か
り
地
か
り

等
迄
触
聞
せ
、
此
趣
急
度
相
守
可
申
候
、
以
上
」
と
あ
り
〔
近
世
史
料
研
究
会　

一
九
九
四　

七
一
～
七
四
〕、
幕
府
が
「
服
忌
」

の
観
念
を
、
庶
民
に
強
制
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
強
制
力
お
よ
び
人
々
が
こ
れ
に
ど
れ
だ
け
従
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
は
こ
こ
で
論
じ
る
だ
け
の
史
料
は
な
い
が
、
こ
の
強
制
に
よ
っ
て
、
庶
民
に
観
念
と
し
て
広
が
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
意
識
が
な
か
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

明
治
政
府
は
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
に
太
政
官
布
告
第
百
八
号
で
「
服
忌
ノ
儀
負
テ
被　

仰
出
ノ
品
モ
可
有
之
儀
得
共
差
向
京

家
ノ
制
武
家
ノ
制
兩
様
ニ
相
成
居
候
テ
ハ
法
律
上
不
都
合
有
之
ニ
付
自
今
京
家
ノ
制
被
廢
條
此
旨
布
告
候
事
」
と
し
〔
内
閣
官
報
局

一
九
七
五　

一
五
〇
〕、
江
戸
時
代
の
武
家
の
服
忌
令
を
踏
襲
す
る
旨
を
布
告
し
て
い
る
。

中
世
の
民
衆
の
様
子
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
江
戸
時
代
初
期
ま
で
は
、
観
念
的
広
が
り
が
民
衆
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
た
。
江
戸
開
府
前
後
の
様
子
は
『
日
葡
辞
書
』
が
あ
る
程
度
の
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
来
な
ら
ば
原
典
に
あ

た
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
以
下
『
日
葡
辞
書
』）
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〔
土
井
・
森
田
・
長
南　

一
九
八
〇
〕
を
利
用
す
る
。
土
井
忠
生
の
「
解
題
」
に
よ
る
と
、「
宣
教
師
の
布
教
活
動
に
直
結
し
た
日
本

語
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
日
本
語
は
宗
務
の
内
容
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
宣
教
師
の
主

要
な
職
分
で
あ
る
聴
罪
師
と
な
る
場
合
と
説
教
師
と
な
る
場
合
と
で
は
差
異
が
あ
っ
た
。
前
者
で
は
、
教
徒
の
日
本
語
に
よ
る
告
白

を
聴
い
て
、
そ
の
真
意
を
理
解
す
る
た
め
に
、
方
言
や
卑
語
な
ど
も
含
む
広
範
囲
の
日
本
語
を
一
通
り
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
対

し
て
、
後
者
で
は
、
上
流
社
会
や
知
識
階
級
の
者
も
喜
ん
で
耳
を
傾
け
る
に
足
る
雅
醇
な
標
準
語
を
駆
使
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
っ

た
。」
と
い
う
〔
土
井　

一
九
八
〇　

四
〕。「
解
題
」
に
従
う
な
ら
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
宣
教
師
に
よ
る
日
本
人
へ
の
布
教
活
動
の
た

め
に
編
ま
れ
た
辞
書
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
方
言
や
卑
語
な
ど
も
含
む
広
範
囲
の
日
本
語
を
一
通
り
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と

か
ら
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
「
服
忌
令
」
以
前
の
民
衆
の
観
念
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

『
日
葡
辞
書
』
の
「im

i

」
の
項
に
は
、「
物
忌
・
禁
忌
、
例.

Connichi im
iga aita.

（
今
日
忌
み
が
あ
い
た
）
今
日
で
物
忌
が

終
わ
っ
た
、
す
な
わ
ち
あ
る
所
へ
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
あ
る
事
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
か
い
う
禁
忌
が
解
け
た
」
と
例
文

と
と
も
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
三
三
三
頁
〕。
さ
ら
に
「
ゼ
ン
チ
ョ
（genntio 

異
教
徒
）
の
婦
人
が
産
後
イ
ド
ロ
（idolo 

偶

像
）
の
寺
院
［
仏
事
］
に
参
詣
し
な
い
一
定
の
日
数
の
間
」
と
い
う
の
も
あ
る
〔
三
三
三
頁
〕。
前
者
は
所
謂
「
物
忌
」
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
本
論
と
関
係
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
ま
た
名
詞
と
し
て
「Q

egare

」
が
あ
り
、「
ケ
ガ
レ
（
穢
れ
）
よ
ご
れ
、
ま
た

は
不
潔
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
〔
四
八
〇
頁
〕。
さ
ら
に
動
詞
と
し
て
「Q

egare, ruru, eta

」
と
の
項
目
に
、「
よ
ご
れ
る
」
と
記
さ

れ
、
そ
の
例
と
し
て
、「Chio fucunde fitoni fuqeba, m

azzu sono cuchi qegaru

（
口
の
中
に
血
を
含
ん
で
い
て
他
人
に
吐

き
か
け
る
人
は
、
そ
の
人
自
身
が
最
初
に
血
で
き
た
な
く
な
る
。
こ
れ
は
他
人
の
悪
口
を
い
う
人
に
適
用
さ
れ
る
）」
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
〔
四
八
〇
頁
〕。
さ
ら
に
「Bucu

」
は
「（
服
）
単
独
で
は
用
い
ら
れ
な
い
で
、
必
ずX

i, suru

（
し
、
す
る
）
と
共
に
用
い

ら
れ
る
」
と
あ
り
、
例
と
し
て
は
「（
服
す
る
）
食
う
」「
薬
や
茶
を
飲
む
」
と
あ
る
〔
六
四
頁
〕。
こ
れ
は
「
穢
れ
」
に
よ
っ
て
生

起
す
る
「
服
」
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
一
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『
日
葡
辞
書
』
で
は
、「
服
」
と
「
穢
れ
」
の
関
係
は
み
ら
れ
な
い
。「
忌
」
は
「
死
」
と
の
関
連
で
は
な
く
、「
産
」
や
「
血
」
と

の
関
連
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。『
日
葡
辞
書
』
が
編
集
さ
れ
た
当
時
、
宣
教
師
の
間
に
、「
死
」
に
よ
る
「
忌
」「
服
」
の
生
起
は
庶

民
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
し
得
る
。
当
時
を
知
る
こ
れ
以
上
の
史

料
は
今
の
所
わ
か
ら
ず
、
理
由
に
つ
い
て
深
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
延
喜
式
』
の
対
象
は
庶
民
で
は
な
い
の
で
、
記
録
上
、

江
戸
時
代
に
「
死
」
に
対
す
る
「
穢
れ
」
の
「
忌
」
が
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
、『
日
葡
辞
書
』
に
「
死
」
の
「
穢
れ
」
に
つ
い
て

の
記
述
が
な
い
こ
と
か
ら
、
庶
民
に
お
い
て
「
死
」
の
「
穢
れ
」
観
念
が
広
が
る
の
は
、
江
戸
時
代
初
期
と
い
え
よ
う
。
す
る
と
庶

民
的
展
開
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
「
産
」
と
「
死
」
の
両
方
で
の
「
忌
」
の
生
起
は
、
江
戸
時
代
の
服
忌
令
以
降
の
「
政
策
」
と

し
て
広
が
り
、
明
治
政
府
が
そ
れ
を
踏
襲
し
た
こ
と
で
、
現
在
で
も
伝
承
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。

五
、「
穢
れ
」
観
念
に
基
づ
く
対
応
性

（
一
）
忌
明
け

多
度
津
町
高
見
島
・
佐
柳
島
で
は
忌
明
け
は
「
男
児
が
二
〇
日
、
女
児
が
三
三
日
、
出
産
後
、
七
五
日
間
は
女
に
ふ
れ
て
は
な
ら

な
い
と
強
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
母
親
の
忌
み
明
け
は
、
七
五
日
で
あ
る
。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
多
度
津
町
誌
編
集
委
員
会　

一
九
九
〇　

一
〇
一
二
〕。
産
婦
の
穢
れ
を
七
十
五
日
と
す
る
地
域
は
多
い
。
神
奈
川
県
大
磯
町
西
小
磯
で
も
「
出
産
後
、
神
様
に

近
寄
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
七
十
五
日
を
経
て
か
ら
で
あ
る
。
産
婦
は
七
十
五
日
を
過
ぎ
な
い
と
、
元
の
き
れ
い
な
身
体
に
な
れ
な

い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
〔
大
磯
町　

一
九
九
七　

一
八
五
〕。
こ
の
「
七
十
五
日
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
母
親
の

忌
の
期
間
を
七
十
五
日
と
す
る
地
域
は
広
く
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
『
冨
井
泰
藏
覚
帳
』
の
「
萬
延
二
年
八
月
十
二
日
」
の
項
に
、
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一
、
八
月
十
二
日
、
昨
夕
未
の
刻
、
女
中
亮
出
産
御
女
子
様
御
誕
生
遊
ば
さ
れ
、
何
の
御
障
り
も
御
座
遊
ば
さ
れ
ず
、
恐
悦
至

　
　
　

極
御
觸
有
之
。

　

右
に
付
、
熊
手
八
幡
宮
祭
礼
御
産
穢
中
の
事
に
付
、
御
直
拝
も
遊
ば
さ
れ
候
事
に
付
如
何
哉
と
、
御
評
議
の
処
仏
母
院
別
当

　

へ
御
尋
ね
に
付
、
同
院
書
付
に
て
申
出
候
は
、
女
中
は
産
婦
の
事
に
付
百
ケ
日
御
遠
慮
、
且
又
御
出
生
様
は
三
十
三
日
の
間
御

　

穢
御
遠
慮
、
殿
様
に
は
何
の
御
構
も
御
座
な
く
候
間
、
来
る
十
五
日
御
苦
し
か
ら
ず
申
出
候
。

と
あ
る
〔
冨
井　

一
九
七
八　

七
七
～
七
八
〕。
萬
延
二
年
は
一
八
六
一
年
で
あ
る
が
、
二
月
に
改
元
さ
れ
て
い
る
の
で
文
久
元
年

で
あ
る
。
神
社
の
祭
り
へ
の
参
拝
に
関
し
、「
仏
母
院
別
当
」
へ
尋
ね
た
こ
と
に
対
す
る
返
答
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
産

婦
が
「
百
ケ
日
御
遠
慮
」、
子
ど
も
が
「
三
十
三
日
」
の
「
御
穢
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
父
親
は
お
構
い
な
し
と
さ
れ
て
い
る
。「
服

忌
令
」
に
は
「
父
は
七
日
」
と
の
規
定
が
あ
る
が
、『
冨
井
泰
藏
覚
帳
』
を
見
る
限
り
、
幕
末
の
多
度
津
藩
で
は
母
子
だ
け
に
「
穢

れ
」
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
多
度
津
町
で
は
「
服
忌
令
」
と
は
関
係
な
く
、
も
と
も
と
母
親
は
百
日
だ
っ

た
が
、
後
に
期
間
が
七
十
五
日
に
短
縮
さ
れ
、
父
に
関
し
て
は
幕
末
に
は
す
で
に
「
穢
れ
」
が
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
可

能
性
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
「
百
ケ
日
御
遠
慮
」
と
あ
る
が
、「
服
忌
令
」
の
中
に
「
七
歳
未
満
の
小
児
ハ
無
服
忌
、

但
子
死
去
の
時
は
遠
慮
三
日
」
と
あ
る
〔
近
世
史
料
研
究
会　

一
九
九
四　

一
三
三
〕。
こ
の
こ
と
は
服
忌
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、

「
遠
慮
」
と
い
う
概
念
が
別
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

と
こ
ろ
で
、
多
度
津
の
事
例
で
は
、
幕
末
の
百
日
の
「
遠
慮
」
や
民
俗
学
的
調
査
で
の
七
十
五
日
の
「
忌
」
が
何
を
根
拠
に
す
る

も
の
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
や
「
服
忌
令
」
で
は
父
親
の
忌
の
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
子
ど
も
に
つ
い

て
の
記
述
は
な
い
。『
延
喜
式
』
は
服
務
規
程
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
の
で
当
然
で
あ
ろ
う
。
多
度
津
町
に
限
ら
ず
民
俗
調
査
報
告

や
自
身
の
調
査
か
ら
、
子
ど
も
に
も
「
忌
」
の
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
歴
史
的
な
展
開
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
。
現
在
の
資
料
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
子
ど
も
は
「
生
」
を
得
た
と
同
時
に
、「
穢
れ
た
存
在
」
と
認
識
さ
れ
る
と
い
う

一
三
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こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
産
」
と
「
生
」
の
「
穢
れ
」
は
、
期
間
の
違
い
か
ら
異
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
死
」
に
お
け
る
忌
明
け
は
「
服
忌
令
」
で
は
五
十
日
（
父
母
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
報
告
で
は
、
四
十
九
日
と
す
る
地

域
が
多
い
。
そ
れ
で
も
忌
明
け
を
五
十
日
と
す
る
地
域
が
認
め
ら
れ
る
。『
草
津
市
史
』
に
は
「
初
七
日
か
ら
七
七
日
（
四
九
日
）

ま
で
喪
主
の
家
で
忌
が
な
さ
れ
」
る
が
「
七
七
日
が
済
ん
だ
五
〇
日
目
が
忌
明
け
で
あ
る
。」
と
あ
る
〔
草
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
六　

五
七
〇
〕。『
市
川
家
日
記
』
に
よ
る
と
、
慶
應
元
（
一
八
六
五
）
年
三
月
二
十
三
日
に
亡
く
な
っ
た
自
分
の
父
親
を

四
月
二
十
七
日
に
「
五
七
日
に
て
忌
明
の
法
事
致
し
」〔
市
川　

一
九
七
一　

五
九
五
〕、
慶
應
二
年
十
月
四
日
に
亡
く
な
っ
た

「
村
の
清
五
良
女
房
お
ふ
み
母
」
は
、
十
一
月
八
日
に
「
三
十
五
日
の
忌
明
け
の
法
事
」
が
行
わ
れ
て
い
る
〔
市
川　

一
九
七
一

六
〇
一
〕。
こ
の
記
述
か
ら
、
幕
末
の
南
小
曾
木
村
で
は
「
三
十
五
日
」
を
忌
明
け
と
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
明
治
十
年

（
一
八
八
七
）
十
月
二
十
九
日
に
亡
く
な
っ
た
庄
右
衛
門
の
母
に
関
し
て
は
、
十
二
月
十
六
日
に
「
我
等
母
の
五
十
日
の
忌
明
法
事

致
し
」〔
市
川　

一
九
七
一　

六
三
〇
〕、
ま
た
明
治
十
二
年
十
月
二
十
九
日
に
亡
く
な
っ
た
市
川
重
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、
十
二
月

十
七
日
に
「
五
十
日
の
忌
明
に
付
呼
れ
」
て
お
り
〔
市
川　

一
九
七
一　

六
三
三
〕、
明
治
以
降
に
五
十
日
を
忌
明
け
と
し
て
い
る
。

こ
の
変
化
は
、「
服
忌
令
」
を
踏
襲
し
た
明
治
政
府
の
太
政
官
布
告
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
死
」
に

関
す
る
穢
れ
の
日
数
は
歴
史
的
に
も
地
域
的
に
も
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
忌
明
け
」
と
い

う
観
点
で
み
る
な
ら
ば
、
誕
生
儀
礼
（「
産
」）
に
お
い
て
は
百
日
あ
る
い
は
七
十
五
日
が
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
の
三
十
五
日
・

四
十
九
日
・
五
十
日
が
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
経
て
日
常
生
活
に
も
ど
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

「
忌
明
け
」
だ
け
を
と
っ
て
も
、
両
儀
礼
に
お
け
る
「
時
間
」
性
は
一
致
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
に
よ
る
違
い
、
歴
史
的
変

化
が
認
め
ら
れ
、
単
純
に
普
遍
的
な
一
対
一
対
応
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
る
。

（
二
）
段
階
的
忌
明
け

細
か
く
儀
礼
を
み
て
み
る
と
、「
穢
れ
」
は
段
階
的
に
減
失
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
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成
』
に
は
、
群
馬
郡
車
郷
村
（
現
、
箕
郷
町
）
に
お
い
て
「
ヒ
ア
ガ
リ
と
称
し
て
産
後
七
日
目
ま
で
は
産
婦
は
火
の
傍
ら
、
井
戸
端

に
立
寄
る
こ
と
を
忌
む
。」
と
報
告
し
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

一
九
五
〕、
ま
た
三
重
県
鈴
鹿
郡
（
現
、
鈴
鹿

市
・
亀
山
市
）
で
は
「
七
日
目
を
ヒ
ア
ケ
と
い
っ
て
餅
を
親
戚
・
近
所
な
ど
へ
配
る
。
こ
れ
よ
り
母
は
床
を
離
れ
て
下
を
お
り
る
の

で
あ
る
。」
と
あ
る
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
八
八
〕。「
ヒ
」
は
「
忌
」
で
あ
り
、「
ヒ
ア
ガ
リ
」
は
忌
明
け
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
滋
賀
県
愛
知
郡
稲
枝
村
（
現
、
稲
枝
町
）
で
は
「
産
後
七
日
目
あ
る
い
は
五
日
目
に
池
・
か
ま
ど
な
ど
そ
の
他
家

中
へ
塩
お
よ
び
酒
を
ま
き
、
こ
れ
を
清
祓
い
と
し
て
忌
明
き
に
す
る
。」
と
い
う
事
例
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

二
〇
二
〕
か
ら
も
、
七
日
の
忌
明
け
が
広
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
堀
哲
の
『
三
重
県
の
文
化
伝
承
』
に
よ
れ
ば
、「
藤
原
坂
本
・
安
坂
山
坂
本
・
原
尾
・
市
瀬
な
ど
で
は
別
火
期
間
は
１
週
間

ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
安
坂
山
坂
本
と
か
市
瀬
で
は
「
六
日
ダ
レ
」
と
い
っ
て
別
火
が
終
っ
た
と
き
産
婆
が
ナ
ン
ド
か
ら
便
所

ま
で
塩
で
清
め
て
日
常
の
生
活
に
も
ど
る
。
安
坂
山
坂
本
で
は
さ
ら
に
川
か
ら
水
と
石
を
も
っ
て
き
て
三
宝
荒
神
に
供
え
、
塩
水
で

浄
め
る
。
藤
原
坂
本
で
は
１
週
間
は
カ
リ
ヤ
か
ら
１
歩
も
外
に
出
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
用
便
は
タ
ン
オ
ケ
で
す
ま
せ
た
。
４
日
目

は
マ
ク
ラ
サ
ゲ
と
い
っ
て
産
後
ず
っ
と
座
り
続
け
て
い
た
の
を
、
こ
の
日
か
ら
横
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
女
衆
が
カ
ヤ
ク
と
か
オ
ハ

ギ
を
も
っ
て
見
舞
い
に
き
た
。
７
日
目
の
ナ
ヌ
カ
ノ
キ
ヨ
メ
が
す
め
ば
家
族
と
一
緒
に
食
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
畳
の
上
は

草
履
を
は
き
、
ク
ド
の
ま
わ
り
は
避
け
て
通
っ
た
。」
と
い
う
〔
堀　

一
九
七
八　

二
一
二
〕。
七
日
目
に
は
祝
い
で
は
な
く
、「
ナ

ヌ
カ
ノ
キ
ヨ
メ
」
が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
が
済
む
と
別
火
で
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
藤
原
坂
本
で
は
33
日
間
は

「
川
渡
り
す
る
な
」
と
い
わ
れ
、
平
常
の
生
活
復
帰
に
は
75
日
間
を
要
し
た
」
と
い
う
〔
堀　

一
九
七
八　

二
一
三
〕。
堀
の
報
告
か

ら
、
藤
原
坂
本
で
の
「
産
」
の
忌
明
け
は
七
十
五
日
で
あ
る
が
、
四
日
目
・
七
日
目
・
三
十
三
日
と
い
う
節
目
の
日
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
中
で
も
七
日
目
に
は
「
キ
ヨ
メ
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
穢
れ
」
が
段
階
的
に
明
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
つ
ま
り
七
日
目
は
第
一
段
階
の
忌
明
け
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
四
日
目
を
第
一
段
階
に
す
る
な
ら
ば
、
七
日
目
は
第

一
五
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二
段
階
と
な
る
）。
日
常
生
活
に
も
ど
る
「
忌
明
け
」
前
に
段
階
的
に
忌
明
け
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
穢
れ
」
の
段
階
的

減
失
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
藤
原
坂
本
は
員
弁
郡
西
藤
原
村
（
現
、
い
な
べ
市
）、
安
坂
山
坂
本
は
鈴

鹿
郡
野
登
村
（
現
、
亀
山
市
）、
原
尾
は
鈴
鹿
郡
野
登
村
（
現
、
亀
山
市
）、
市
瀬
は
鈴
鹿
郡
坂
下
村
（
現
、
亀
山
市
）
で
あ
る
。

ま
た
『
冨
井
泰
藏
覚
帳
』
で
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
の
二
月
十
日
に
生
ま
れ
た
泰
藏
の
孫
に
お
い
て
、
二
月
十
七
日
の

項
に
「
今
夜
七
夜
明
き
」、
三
月
二
日
の
項
に
「
今
日
は
出
産
後
廿
日
忌
明
き
」
と
あ
り
〔
冨
井　

一
八
七
八　

五
五
二
〕、
明
治

初
期
の
多
度
津
で
は
「
忌
明
け
」
が
七
日
だ
け
で
は
な
く
、
二
十
日
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
千
葉
県
市
原
郡
（
現
、

市
原
市
）
で
は
、「
二
十
一
日
目
を
ハ
ツ
カ
ヒ
ヒ
テ
と
い
う
。
初
め
て
産
褥
を
出
て
、
髪
を
結
い
湯
に
入
り
、
嬰
児
を
背
負
っ
て
里

方
へ
泊
り
に
行
、
一
・
二
泊
し
て
帰
る
。」
と
あ
り
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

一
九
五
〕、「
産
褥
」
を
出
る
の
が

二
十
一
日
と
さ
れ
て
い
る
。
同
一
地
域
・
同
一
時
期
の
資
料
で
は
な
い
が
、（
四
日
）・
七
日
・
二
十
日
或
は
二
十
一
日
に
「
穢
れ
」

の
減
失
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。「
穢
れ
」
の
段
階
的
減
失
は
七
日
を
中
心
と
す
る
が
、
そ
の
前
後
の
期
間
は
地
域
・
歴
史
的
に
異

な
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

初
七
日
は
現
在
で
は
葬
儀
当
日
に
葬
儀
に
続
け
て
行
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
五
年
の
筆
者
の
祖
父
の
葬
儀
が
地
縁

的
互
助
組
織
で
あ
る
同
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
坂
出
市
府
中
町
西
福
寺
西
班
）。
葬
儀
の
夕
方
に
は
初
七
日
の
法
要
の
後
に
「
シ

ア
ゲ
」
と
称
す
る
振
舞
い
を
行
な
っ
た
。
皆
に
折
り
詰
め
と
缶
ビ
ー
ル
を
配
る
の
で
あ
る
。
本
来
は
葬
家
に
よ
る
同
行
へ
の
振
舞

い
の
膳
を
出
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
当
時
に
は
、
す
で
に
仕
出
し
を
頼
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
〔
林　

一
九
九
七
〕。
こ

の
「
シ
ア
ゲ
」
が
「
ヒ
ア
ケ
」
の
転
訛
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
初
七
日
に
は
「
ヒ
」
が
あ
が
る
（
＝
明
け
る
）
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、

初
七
日
で
第
一
段
階
の
「
忌
」
明
け
、
つ
ま
り
「
穢
れ
」
の
第
一
段
階
の
減
失
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
誕
生
儀
礼
、
葬
送
儀
礼

の
ど
ち
ら
も
「
七
日
」
は
大
き
な
節
目
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
節
目
は
「
穢
れ
」
の
減
失
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
対
応

的
で
あ
る
と
い
え
る
。
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葬
送
儀
礼
に
お
い
て
は
初
七
日
・
二
七
日
・
三
七
日
・
四
七
日
・
五
七
日
・
六
七
日
・
四
十
九
日
と
、
七
日
ご
と
の
周
期
で
法
事

が
な
さ
れ
る
。「
穢
れ
」
の
減
失
と
し
て
は
「
死
」
と
の
関
連
で
は
七
日
に
第
一
段
階
の
忌
明
け
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
法
事

を
行
う
こ
と
で
、「
穢
れ
」
の
段
階
的
減
失
が
あ
っ
た
と
認
め
る
だ
け
の
資
料
を
筆
者
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
勿
論
仏
教
的
教
義
に

お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
る
が
、
庶
民
が
そ
の
意
味
を
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
葬
送
儀
礼
に

お
い
て
は
、
四
十
九
日
（
五
十
日
）
と
い
う
期
間
の
「
忌
」
と
、
一
年
（
十
三
ケ
月
）
と
い
う
期
間
の
「
服
」
と
い
う
二
重
の
「
穢

れ
」
が
認
め
ら
れ
る
が
、「
忌
が
あ
け
て
服
に
な
る
」
と
の
構
図
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
服
忌
令
」
で
は
別
々
に
記
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
民
俗
調
査
で
も
同
じ
「
穢
れ
」
で
は
あ
っ
て
も
別
の
次
元
で
あ
り
、
重
層
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
〔
林　

一
九
九
四
〕。
つ
ま
り
、
両
儀
礼
に
お
け
る
「
穢
れ
」
の
形
式
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ
で
も
両
儀
礼
に
お
い
て
「
七
日
」
が
大
き
な
節
目
で
あ
り
、「
穢
れ
」
の
減
失
と
い
う
性
格
的
意
味
に
お
い
て
も
同
じ
観
念

で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
対
応
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
細
か
な
減
失
過
程
や
、「
穢
れ
」
の
成
り
立

ち
を
視
野
に
い
れ
る
と
す
れ
ば
、
個
々
の
儀
礼
を
単
純
に
一
対
一
的
な
対
応
と
し
て
も
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

赤
田
は
「
産
屋
明
け
」
と
「
三
七
日
」
を
対
応
さ
せ
て
い
る
（
表
１
）。
誕
生
儀
礼
に
お
け
る
一
つ
の
「
穢
れ
」
の
減
失
で
あ
る

「
産
屋
明
け
」
と
「
三
七
日
」
の
対
応
根
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
単
純
に
時
間
の
同
一
性
に
基
づ
き
対
応
さ
せ
た
も
の
と
し

か
思
え
な
い
。
新
谷
と
板
橋
は
、「
七
日
」
以
降
「
四
十
九
日
」
ま
で
の
具
体
的
な
対
応
を
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
示
す
こ
と

に
無
理
が
あ
る
た
め
当
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
三
重
県
藤
原
坂
本
と
具
体
的
な
地
域
名
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
三
重
の
文
化
伝
承
』
で
は
「
初
宮
参
り
は
、
男
児
32

日
、
女
児
33
日
目
と
い
っ
た
例
が
多
い
」
と
あ
る
〔
堀　

一
九
七
八　

二
一
七
〕。
こ
れ
は
「
生
」
の
「
穢
れ
」
明
け
に
基
く
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
藤
原
坂
本
で
は
三
十
三
日
ま
で
「
川
渡
り
す
る
な
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
同
様
の

観
念
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
子
供
の
「
穢
れ
」
の
期
間
を
三
十
三
日
前
後
と
す
る
地
域
は
広
く
認
め
ら
れ
る
。『
熊
野
の
民

一
七

誕
生
儀
礼
と
葬
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礼
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検
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俗
』
に
は
、
本
宮
町
地
域
全
体
を
み
る
と
、「
ヒ
ボ
オ
ト
シ
マ
イ
リ
」
が
三
十
三
日
の
地
区
と
五
十
日
あ
る
い
は
九
十
日
と
地
区
に

よ
っ
て
期
間
に
大
き
な
差
が
み
ら
れ
る
〔
近
畿
民
俗
学
会　

一
九
八
五　

一
五
八
～
一
五
九
〕。
こ
の
「
ヒ
ボ
オ
ト
シ
」
が
忌
明
け

に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
に
宮
参
り
を
行
う
の
で
「
ヒ
ボ
オ
ト
シ
マ
イ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
。「
穢
れ
」

が
明
け
て
宮
参
り
を
行
う
。
そ
の
た
め
赤
田
は
「
宮
参
り
」
と
葬
儀
の
「
忌
明
け
」
を
対
応
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
宮
参

り
」
の
「
忌
明
け
」
は
「
生
」、
葬
儀
の
「
忌
明
け
」
は
故
人
で
は
な
く
「
遺
族
」
の
も
の
で
あ
る
。「
生
」
と
「
産
」
を
分
け
て

捉
え
る
な
ら
ば
、
一
位
的
に
表
化
が
で
き
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
に
「
川
渡
り
」
を

さ
せ
る
こ
と
は
、「
霊
」
の
移
行
を
具
現
化
し
た
も
の
と
い
え
る
「
宮
参
り
」
と
「
忌
明
け
」
を
対
応
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
霊
」

の
移
行
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

六
、「
穢
れ
」
と
「
霊
」
の
定
着

（
一
）
誕
生
儀
礼
に
お
け
る
「
祝
い
」
の
意
味

長
野
県
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村
平
林
で
は
、「
家
に
よ
っ
て
は
生
後
七
日
目
を
過
ぎ
た
一
七
夜
に
、
シ
チ
ヤ
ノ
イ
ワ
イ
が
あ
る
。

今
で
は
ど
の
家
で
も
こ
の
祝
い
を
行
う
が
、
昔
は
お
祝
い
を
し
な
い
家
も
あ
っ
た
。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
長
野
県
史
刊
行
会
民

俗
編
編
集
委
員
会　

一
九
八
二　

二
〇
〕。
昔
は
す
べ
て
の
家
が
行
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
生
後
七
日
目
に
「
祝
い
」

が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
三
重
県
三
重
郡
（
現
、
四
日
市
市
）
で
は
「
産
後
三
日
目
に
カ
リ
ヤ
モ
チ
（
仮
屋
餅
）
を
こ

し
ら
え
て
産
人
に
食
べ
さ
せ
て
力
を
つ
け
る
。
力
餅
と
も
い
う
。」
と
い
い
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
七
〇
〕、

「
七
日
目
に
嫁
の
里
お
よ
び
両
家
親
戚
よ
り
カ
リ
ヤ
イ
ワ
イ
と
い
っ
て
、
男
な
ら
黄
白
の
餅
、
女
な
ら
赤
白
の
餅
を
祝
っ
て
来
る
。

そ
れ
を
ま
た
親
戚
一
同
へ
分
け
る
。」
と
い
う
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
八
八
〕。
神
奈
川
県
境
川
流
域
で
も
、
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三
日
目
と
七
夜
の
祝
い
が
報
告
さ
れ
〔
大
藤　

一
九
八
九　

一
一
六
～
一
一
七
〕、
神
奈
川
県
綾
瀬
市
小
園
で
は
「
生
ま
れ
て
三
日

目
に
ミ
ツ
メ
の
牡
丹
餅
を
作
り
、
家
の
神
仏
へ
供
え
た
。」「
七
日
目
の
オ
ヒ
チ
ヤ
に
は
、
小
豆
飯
を
つ
く
る
。」
と
あ
る
〔
綾
瀬
市

秘
書
課
市
史
編
集
係　

一
九
九
七　

一
五
九
～
一
六
〇
〕。
三
日
目
と
七
日
目
が
「
祝
」
わ
れ
る
べ
き
日
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
半
頃
の
東
京
の
風
俗
に
関
し
て
平
出
鏗
二
郎
が
『
東
京
風
俗
志
』
に
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
三
日
目
に
至

り
て
生
児
を
沐
浴
せ
し
む
、
こ
れ
を
湯
始
と
い
ふ
。〈
中
略
〉
こ
の
日
、
七
夜
の
祝
と
て
、
赤
飯
を
た
き
て
、
親
戚
知
音
及
び
産
婆

な
ど
を
招
き
て
祝
宴
す
。」
と
の
こ
と
で
あ
る
〔
平
出　

二
〇
〇
〇　

九
六
〕。
千
葉
県
で
は
「
七
夜
の
名
目
は
あ
る
が
、
こ
の
日
を

祝
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
べ
て
三
日
目
の
三
日
産
屋
に
統
一
さ
れ
て
い
る
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
恩
賜
財
団

母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
八
二
〕。
平
出
の
報
告
で
は
三
日
目
は
沐
浴
だ
け
で
、
祝
い
は
七
日
目
で
あ
っ
た
が
、
千
葉
の
事

例
で
は
三
日
目
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
祝
い
」
が
必
ず
し
も
、
三
日
目
・
七
日
目
の
両
日
に
行
わ
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ぶ
れ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

永
享
六
（
一
四
三
四
）
年
に
生
ま
れ
た
足
利
義
教
の
と
き
に
は
、「
初
夜
、
三
夜
、
五
夜
、
七
夜
、
又
七
夜
、
後
七
夜
御
祝
ノ
日

也
」
と
「
御
産
所
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
（「
右
以
二

橋
本
肥
後
守
經
亮
本
一

校
」
と
あ
る
。『
群
書
類
從
』
第
拾
五
輯
、
一
〇
一
一

頁
）。
将
軍
家
の
こ
と
ゆ
え
、
庶
民
と
同
じ
に
扱
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
が
、
七
夜
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

こ
の
時
代
に
は
、
少
な
く
と
も
上
級
武
家
の
中
で
は
、「
七
夜
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
祝
い
」
が
「
穢
れ
」

の
減
失
と
直
接
的
に
関
連
す
る
こ
と
は
史
料
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
が
、
七
日
間
の
第
一
段
階
の
忌
が
明
け
た
こ
と
の
祝
い
に
引
き

ず
ら
れ
る
形
で
「
お
七
夜
」
が
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
七
夜
」
を
何
度
も
祝
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

（
二
）
名
付
け
の
意
味

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
仲
多
度
郡
史
』
の
命
名
の
項
に
、「
兒
子
生
れ
て
八
日
目
に
命
名
の
祝
宴
を
開
き
、

一
九
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其
の
名
を
披
露
す
る
を
云
ふ
。」「
命
名
祝
に
は
産
兒
の
衣
類
を
贈
る
。
之
を
初
衣
（
生
衣
、
産
衣
、
初
著
な
と
書
す
）
と
云
ふ
。
親

戚
、
知
友
よ
り
皆
酒
魚
な
と
を
贈
り
祝
意
を
表
す
。
産
家
は
是
等
の
人
を
招
き
宴
を
開
く
。
産
婆
生
兒
の
盛
娤
せ
る
を
抱
き
、
宴
席

に
列
し
其
の
名
を
披
露
し
祝
杯
を
擧
く
、
之
を
名
酒
と
稱
す
。
此
の
儀
蓋
し
著
衣
祝
を
七
夜
明
き
に
行
ふ
も
の
な
る
へ
し
。」
と
あ

る
〔
香
川
縣
仲
多
度
郡　

一
九
一
八　

一
一
五
九
～
一
一
六
〇
〕。
名
付
け
は
八
日
目
に
「
命
名
の
祝
宴
」
で
披
露
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
「
七
夜
明
き
」
に
行
う
も
の
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。『
多
度
津
町
誌
』
も
「
産
後
八
日
目
で
床
あ
げ
、
八
日
の
ヒ
ダ
チ
が

す
ん
で
か
ら
名
付
け
を
す
る
。」
と
の
報
告
す
る
〔
多
度
津
町
誌
編
集
委
員
会　

一
〇
一
一
～
一
〇
一
二
〕。『
冨
井
泰
藏
覚
帳
』
に

は
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
八
月
十
二
日
に
殿
様
に
娘
が
生
れ
る
が
、
そ
の
子
の
名
付
け
は
、「
同
廿
日
、
御
出
生
様
御
名
於
梅
様

と
称
え
ら
れ
候
」
と
記
さ
れ
〔
冨
井　

一
九
七
二　

七
八
〕、
こ
の
場
合
に
は
、
名
付
け
は
九
日
目
と
な
っ
て
い
る
。
忌
明
け
を
待

っ
て
の
名
付
け
と
考
え
る
な
ら
ば
、
多
度
津
町
で
は
少
な
く
と
も
幕
末
に
は
七
日
の
忌
明
け
過
ぎ
に
名
付
け
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
新
谷
は
「
名
前
は
、
流
産
し
た
子
や
間
引
か
れ
た
悲
し
い
子
た
ち
に
は
決
し
て
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
古

く
か
ら
名
前
を
明
か
す
と
か
、
名
前
を
名
乗
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
同
士
の
社
会
関
係
の
成
立
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
人
が
完
全
に
一
個
の
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
定
さ
れ
る
符
号
」
と
指
摘
す
る
〔
新
谷　

一
九
八
五　

八
〇
〕。
名
付
け

が
「
七
夜
明
き
」
に
、
ま
た
は
「
ヒ
ダ
チ
が
す
ん
で
」
か
ら
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
名
付
け
が
第
一
段
階
の
忌
明
け
を
待
つ
必

要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
間
は
「
存
在
」
と
し
て
不
安
定
で
あ
っ
た
た
め
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
す
る

と
「
産
」
の
「
穢
れ
」
が
「
生
」
の
「
存
在
」、
つ
ま
り
「
霊
」
と
相
関
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
段
階

的
な
「
穢
れ
」
の
減
失
と
「
霊
」
の
定
着
が
結
び
付
い
て
、「
祝
い
」
＝
予
祝
と
い
う
形
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
新
谷
尚
紀
は
「
生
児
に
名
前
を
つ
け
る
の
は
、
生
後
七
日
目
の
お
七
夜
の
こ
と
が
多
い
が
、
他
に
三
日
目
で
あ
っ
た
り

十
一
日
目
で
あ
る
例
も
少
な
く
な
い
。」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
〔
新
谷　

一
九
九
五　

八
〇
〕、
三
日
目
に
名
付
け
す
る
地
域
が
認
め

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
号

二
〇



ら
れ
る
。

『
冨
井
泰
藏
覚
帳
』
の
明
治
七
年
二
月
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

一
、
二
月
十
日
、
旧
暦
十
二
月
廿
四
日
、
伜
弥
六
藤
枝
に
女
子
出
生
、
辰
の
刻
に
安
産
也
。
家
内
何
茂
相
祝
い
候
。

　

一
、
同
十
二
日
、
御
届
左
の
通
り
、
大
和
伊
呂
波
也
。

　
　
　
　
　

出
生
御
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
区
新
町
村
八
拾
七
番
邸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　

退
蔵
長
男　
　

弥
六
長
女

　
　
　
　
　

明
治
七
年
二
月
十
日
生　
　

冨
井
也
（（
や
）
主
（
す
））

　
　
　
　
　

右
御
届
仕
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　

二
月
十
日　
　
　
　
　

冨
井
退
蔵　

印

　
　
　
　

正
副
戸
長
御
中　
　
　
　
　
　

但
し
控
え
共
二
通　
〔
冨
井　

一
九
七
二　

五
五
二
〕

こ
の
「
届
」
を
見
る
と
、
提
出
し
た
の
は
十
二
日
で
あ
り
、
名
付
け
が
三
日
目
ま
で
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
七
年

に
は
第
一
段
階
の
忌
明
け
を
待
た
ず
に
三
日
目
に
名
付
け
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

三
日
目
に
命
名
す
る
と
い
う
地
域
は
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
で
も
確
認
で
き
る
。
群
馬
県
吾
妻
郡
岩
島
村
（
現
、
原
町
）

で
は
「
三
つ
目
に
命
名
す
る
者
が
多
い
」〔
三
六
六
頁
〕、
奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
で
は
三
つ
目
が
命
名
式
を
兼
ね
て
い
る
と
い
う

〔
三
七
〇
頁
〕。
さ
ら
に
興
味
深
い
報
告
が
あ
る
。
岡
山
県
上
道
郡
角
山
村
字
竹
原
（
現
、
岡
山
市
）
で
は
「
女
の
名
付
け
は
七
日
で

あ
る
が
、
男
の
子
は
三
日
目
に
名
付
け
祝
い
を
行
う
。
こ
の
日
名
が
決
ま
れ
ば
、
そ
の
名
を
丸
石
に
書
き
つ
け
保
存
す
る
。」
と
い

う
〔
三
七
〇
頁
〕。
こ
の
事
例
で
は
名
付
け
の
祝
い
に
性
差
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
三
日
と
七
日
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
七
日
目

の
名
付
け
は
「
穢
れ
」
と
の
関
係
で
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
で
は
「
穢
れ
」
を
基
に
し
た
説
明
で
は
合
理
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性
を
欠
く
。
三
日
目
は
穢
れ
の
最
中
で
あ
る
。
し
か
し
男
子
の
名
付
け
三
日
目
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
名
付
け
と
忌
明
け

と
の
関
係
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
男
児
が
女
児
よ
り
も
早
く
名
付
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
穢
れ
の
最
中
に
あ
り
な
が
ら
、
敢
え
て
名
付
け
を
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
「
存
在
」
が
も
と
め
ら
れ
た
と
い
え
、
少
な

く
と
も
明
治
以
降
の
男
子
に
よ
る
相
続
の
一
般
化
が
、「
家
」
の
存
続
と
男
子
の
誕
生
と
を
強
く
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
こ

こ
に
、「
存
在
の
確
か
ら
し
さ
」
へ
の
希
求
、
つ
ま
り
「
霊
」
の
定
着
の
意
図
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
男
子
中
心
の
「
家
」
観
念

を
背
景
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
第
一
段
階
の
穢
れ
の
減
失
ま
で
は
「
存
在
」
の
危
う
さ
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
女
児
の
名
付
け
が

七
日
目
で
あ
る
こ
と
は
、「
家
」
観
念
を
背
景
と
せ
ず
に
、
第
一
段
階
の
忌
明
け
に
よ
っ
て
「
霊
」
の
存
在
が
安
定
的
に
な
っ
た
時

期
を
待
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
三
日
目
に
は
「
霊
の
定
着
」
に
腐
心
す
る
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。
岡
山
県
上
道

郡
角
山
村
字
竹
原
の
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
お
け
る
調
査
以
前
の
史
料
が
な
い
の
で
明
治
初
期
以
前
の
形
は
わ
か
ら
な
い

が
、
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

葬
送
儀
礼
で
は
戒
名
・
法
名
は
葬
儀
（
通
夜
）
ま
で
に
つ
け
ら
れ
る
。
あ
の
世
で
の
名
前
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、「
霊
」
の
移
行

の
問
題
を
背
景
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
名
付
け
の
時
期
が
両
儀
礼
に
お
い
て
異
な
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
と
も
「
霊
」
と
の
関
係
性
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
時
間
的
同
位
性
が
求
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
戒

名
・
法
名
に
関
し
て
は
、「
穢
れ
」
の
観
念
と
の
関
連
性
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
成
立
の
根
拠
が
必
ず
し
も
両
者
が
一
致
し

な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
名
付
け
と
神
仏

『
冨
井
泰
藏
覚
帳
』
で
は
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
十
月
十
七
日
の
項
に
「
福
本
秋
治
妻
に
去
る
十
日
男
子
出
生
に
付
、
名
前

の
儀
相
頼
ま
れ
則
三
通
り
に
金
性
の
文
字
相
改
、
訶
利
帝
母
様
へ
御
鬮
を
入
れ
伊
市
と
相
附
申
候
。
鬮
取
の
儀
は
三
方
に
白
米
を

入
れ
其
中
へ
三
ツ
名
前
を
入
置
き
能
く
交
ぜ
上
へ
出
て
候
分
則
御
鬮
也
。
右
は
金
倉
寺
住
寺
（
持
）
の
伝
也
。」
と
あ
る
〔
冨
井　
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一
九
七
二　

五
〇
五
〕。
三
通
り
の
名
前
を
出
し
て
、「
訶
利
帝
母
様
」
に
そ
の
中
か
ら
決
め
て
も
ら
う
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
や
り
方
は
「
金
倉
寺
住
寺
（
持
）
の
伝
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
定
の
寺
院
の
も
の
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
地
域
的
コ
ン

テ
ク
ス
ト
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
「
神
仏
」
が
名
付
け
る
形
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

神
仏
に
名
付
け
を
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、「
神
仏
」
の
力
に
よ
っ
て
「
こ
の
世
」
で
の
存
在
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
と
の
意
識

の
表
れ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
九
月
廿
八
日
九
日
の
項
に
「
幸
次
郎
事
、
去
る
十
三
夜
豆
狩
の
節
松

明
燈
し
野
辺
遊
び
致
し
居
り
坪
に
落
込
候
に
付
、
改
名
為
致
度
候
得
共
、
右
名
は
金
倉
寺
訶
利
帝
様
に
貰
い
候
名
の
事
故
、
今
日
迄

改
名
差
延
し
置
き
、
今
日
参
詣
の
砌
に
名
五
ツ
斗
相
調
子
持
参
致
し
、
同
所
社
僧
へ
初
穂
上
げ
御
く
じ
相
頼
候
処
、
祈
念
致
し
呉
れ
、

即
「
冽
次
郎
」
と
申
す
名
前
に
御
く
じ
落
候
。」
と
あ
る
〔
冨
井　

一
九
七
二　

九
五
～
九
六
〕。「
幸
次
郎
」
は
泰
藏
の
息
子
で
あ

る
が
、
そ
の
名
は
「
金
倉
寺
訶
利
帝
様
」
に
貰
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
改
名
が
必
要
に
な
っ
て
「
御
く
じ
」
を
引
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。「
野
辺
遊
び
致
し
居
り
坪
に
落
込
」
と
は
、
肥
溜
め
に
落
ち
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
該
地
で
は
肥
溜
め
に
落
ち
る
と
改
名

す
る
と
伝
え
て
い
る
（
筆
者
調
査
）。
肥
溜
め
は
便
所
と
同
じ
境
界
性
を
持
つ
。
そ
こ
に
落
ち
て
も
ど
っ
て
く
る
こ
と
に
、
生
れ
変

わ
り
が
観
念
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
新
し
い
名
前
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
名
付
け
が
、
神
仏
か
ら
貰
う
形
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
霊
の
定
着
」
を
神
仏
に
担
保
し
て
も
ら
う
こ
と
を
示
す
と
い
え
る
。
な
お
冨
井
泰
藏
が
福

本
秋
治
に
命
名
を
頼
ま
れ
て
鬮
取
を
行
っ
た
の
は
七
日
目
で
あ
る
。
明
治
七
年
の
孫
の
名
付
け
は
三
日
目
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
な
ら
ば
、
名
付
け
が
三
日
目
、
七
日
目
が
明
治
初
頭
に
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
忌
明
け
を
待
つ
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
こ
の
七
日
目
の
名
付
け
と
結
び
つ
き
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

『
東
京
風
俗
志
』
に
も
「
七
日
目
に
至
り
て
生
児
に
名
を
命
ず
。
名
は
親
々
の
思
ひ
思
ひ
に
つ
く
べ
け
れ
ど
も
、
そ
の
家
の
通
名

を
選
ぶ
も
あ
り
、
ま
た
五
性
に
従
ひ
て
選
ぶ
も
あ
り
、
中
に
も
子
育
ち
の
あ
し
き
家
に
て
は
、
男
女
に
拘
ら
ず
、「
あ
ぐ
り
」
と
い

ふ
名
を
附
す
る
こ
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
能
く
成
長
す
べ
し
と
信
じ
て
な
り
。
こ
の
日
、
七
夜
の
祝
と
て
、
赤
飯
を
た
き
て
、
親
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戚
知
音
及
び
産
婆
な
ど
を
招
き
て
祝
宴
す
。」
と
あ
る
〔
平
出　

二
〇
〇
〇　

九
六
〕。
こ
の
資
料
で
は
「
七
夜
の
祝
」
と
命
名
は
同

日
で
あ
る
が
、
別
の
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。「
こ
れ
に
よ
り
て
能
く
成
長
す
べ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

命
名
と
健
や
か
な
成
長
が
結
び
つ
い
て
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
「
五
性
に
従
ひ
て
選
ぶ
も
あ
り
」
か
ら
、
そ

の
担
保
が
占
い
に
よ
る
、
つ
ま
り
神
仏
に
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
名
付
け
は
こ
の
世
で
の
存
在
の
証
し
で
あ
り
、
存
在
の
安
定
を

意
図
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
不
安
定
な
「
穢
れ
」
た
状
態
の
間
を
過
ぎ
な
け
れ
ば
で

き
な
か
っ
た
。
前
者
の
場
合
、「
霊
」
の
定
着
を
は
か
る
三
日
目
が
一
つ
の
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
後
者
で
は
「
穢
れ
」
の
意
識

が
強
く
、
七
日
目
が
契
機
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

和
歌
山
県
本
宮
町
小
々
森
（
現
、
田
辺
市
）
で
は
「
産
婦
は
十
一
日
間
サ
ン
ヤ
か
ら
出
て
は
い
け
な
い
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る

〔
近
畿
民
俗
学
会　

一
九
八
五　

一
四
七
〕。
こ
の
事
例
は
新
谷
が
指
摘
し
た
「
十
一
日
目
」
で
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
や
は
り
「
穢
れ
」
と
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

七
、
霊
の
移
行
の
問
題

名
付
け
が
「
霊
」
の
定
着
を
意
図
す
る
も
の
と
し
て
み
て
き
た
が
、
本
章
で
は
具
体
的
な
「
霊
」
の
移
行
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と

に
す
る
。

（
一
）
産
飯
と
枕
飯

新
谷
と
板
橋
は
産
飯
と
枕
飯
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。
板
橋
が
産
飯
を
（　

）
に
入
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
両
者

と
も
に
「
生
」
と
「
死
」
と
い
う
現
象
直
後
に
作
ら
れ
る
「
飯
」
と
い
う
こ
と
で
対
応
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

山
口
県
稲
毛
・
都
濃
・
玖
珂
・
佐
渡
・
山
口
市
・
吉
敷
・
豊
浦
・
阿
武
な
ど
各
都
市
で
は
、「
な
る
べ
く
早
く
御
飯
を
盛
り
箸
を
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立
て
て
供
え
る
。」
と
の
こ
と
で
あ
り
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

二
一
四
〕、「
生
」
直
後
に
、
し
か
も
急
い
で
作

る
飯
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
福
岡
県
直
方
地
方
は
「
膳
に
の
せ
、
枕
元
に
置
く
。
ま
た
産
神
へ
燈
火
、

御
飯
に
石
を
の
せ
、
箸
を
つ
き
さ
し
た
」
と
い
う
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

二
一
七
〕。「
箸
を
立
て
」「
箸
を
つ

き
さ
し
」
て
供
え
る
の
は
枕
飯
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
今
更
述
べ
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
筆
者
が
体
験
し
た
葬
儀
に
お
い
て
、
葬

儀
会
社
が
枕
飯
を
用
意
し
た
。
た
だ
し
、
セ
ッ
ト
料
金
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
個
別
注
文
で
あ
っ
た
が
、
箸
が
つ
き
さ
し
て
あ
っ

た
〔
林　

二
〇
一
八　

三
一
〕。
葬
儀
会
社
に
注
文
し
た
「
枕
飯
」
に
箸
が
つ
き
さ
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
枕
飯
」
と
は

「
そ
う
い
う
も
の
」
で
あ
る
と
の
共
通
認
識
が
現
代
で
も
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
こ
の
「
箸
を
立
て
る
」
こ
と
か
ら
、
両

儀
礼
に
お
け
る
儀
礼
的
側
面
に
よ
る
同
質
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
桐
生
地
方
で
は
「
子
供
が
生
ま
れ
る
と
直
ち
に
米
一
升
を
御
飯
に
し
、
そ
の
お
初
を
産
神
に
供
し
、
別
に
御
飯
を
茶
碗

に
山
盛
り
に
し
、
釜
の
ふ
た
を
裏
返
し
に
し
（
膳
の
代
用
）、
そ
の
上
に
こ
の
茶
碗
を
の
せ
て
、
産
婦
の
枕
元
に
供
え
」
る
と
い
う

〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

二
〇
八
〕。
こ
こ
で
も
「
直
ち
に
」
作
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
産
飯
は
産
神
に
も
供
え

る
物
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
も
作
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
単
な
る
供
え
物
で
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
し
て
産
婦
の

枕
元
に
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
枕
元
に
置
か
れ
る
こ
と
も
「
枕
飯
」
と
通
じ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
産
飯
」
が
「
釜
の
ふ
た

を
裏
返
し
に
し
」
て
、
膳
の
代
用
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
岐
阜
県
武
儀
郡
関
町
地
方
で
も
、「
産
神
は
釜
の
ふ
た
を

あ
お
む
け
に
し
て
そ
の
上
に
石
を
二
個
並
べ
、
御
神
酒
と
赤
飯
を
供
え
る
。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

二
一
一
〕。

釜
の
蓋
を
裏
返
し
に
し
て
膳
の
代
用
と
す
る
こ
と
は
、
普
段
は
行
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
を
み
れ
ば
、
非
日
常
の
意
図

的
表
出
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
は
葬
送
儀
礼
で
も
確
認
で
き
る
。
可
児
市
菅
刈
で
は
、「
餅
は
棺
が
家
に
あ
る
う
ち
に

親
戚
が
一
臼
つ
き
、
お
釜
の
蓋
の
上
で
切
っ
て
棺
の
中
に
一
つ
だ
け
入
れ
、」
と
い
う
〔
可
児
市　

二
〇
〇
七　

二
八
〇
〕。
こ
の
事
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例
は
枕
飯
で
は
な
い
が
、
葬
儀
当
日
に
搗
か
れ
た
餅
を
「
お
釜
の
蓋
の
上
で
切
」
る
の
で
あ
る
。
釜
の
蓋
を
裏
返
し
て
用
い
る
こ
と

は
、
非
日
常
性
を
示
す
が
、
釜
の
蓋
は
不
安
定
で
あ
り
、
不
安
定
性
の
視
覚
化
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
不
安
定
性
は
境
界
性
を
意

味
す
る
。
産
飯
や
枕
飯
に
よ
っ
て
「
存
在
の
不
安
定
さ
」
が
示
さ
れ
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
「
境
界
」
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
死
」
は
あ
の
世
へ
の
送
り
、「
生
」
は
こ
の
世
へ
の
迎
え
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
段
階
で
は
、
ど
ち
ら
の
世

界
の
存
在
と
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
誕
生
・
死
と
い
う
生
物
学
的
な
現
象
が
生
じ
て
い
る
が
、

「
存
在
」
を
示
す
「
霊
」
は
未
だ
移
行
途
上
で
あ
り
、
こ
こ
に
境
界
性
の
顕
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
境
界
性

死
直
後
で
は
な
く
、
四
十
九
日
の
餅
を
釜
の
蓋
の
裏
で
切
る
と
い
う
地
域
が
広
く
認
め
ら
れ
る
。
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
で
は
「
葬

列
が
出
る
頃
、
シ
ジ
ュ
ウ
ク
ニ
チ
（
四
十
九
日
）
の
餅
を
搗
き
、
仏
壇
に
供
え
、
野
よ
り
帰
っ
て
き
た
人
々
が
こ
れ
を
食
う
。〈
中

略
〉
四
十
九
日
の
餅
は
、
鍋
蓋
の
上
で
敷
居
を
ま
た
い
で
切
る
と
い
う
。
だ
か
ら
常
に
は
敷
居
を
ま
た
い
で
物
を
切
る
こ
と
を
忌

む
。」
と
い
う
〔
美
濃
加
茂
市　

一
九
七
八　

九
三
〕。「
葬
列
が
出
る
頃
」
に
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
可
児
市
と
同

様
、
葬
儀
当
日
に
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
シ
ジ
ュ
ウ
ク
ニ
チ
の
餅
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
観
念
と

し
て
は
四
十
九
日
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
鍋
蓋
の
上
で
敷
居
を
ま
た
い
で
切
る
」
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
神
奈

川
県
逗
子
市
で
も
「
仏
は
四
十
九
日
ま
で
は
屋
の
棟
に
い
る
と
い
い
、
こ
の
日
近
親
を
よ
び
供
養
す
る
。
四
十
九
日
餅
を
つ
く
。
一

升
の
一
臼
餅
で
四
十
九
個
の
小
餅
と
一
個
の
大
き
な
餅
、
計
五
十
個
を
作
り
、
メ
ザ
ル
に
ス
ギ
の
葉
を
敷
い
て
小
餅
四
十
九
個
を
入

れ
て
寺
へ
届
け
る
。
ス
ギ
の
葉
を
敷
く
の
は
、
線
香
は
ス
ギ
の
葉
で
作
る
か
ら
で
あ
る
。
一
個
の
大
き
な
餅
は
桝
を
逆
さ
に
し
た
上

で
切
っ
て
塩
を
つ
け
て
遺
族
が
食
べ
る
。
だ
か
ら
「
お
盆
や
桝
の
上
で
切
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
〔
逗
子
市　

一
九
八
七　

一
五
四
〕。「
常
に
は
敷
居
を
ま
た
い
で
物
を
切
る
こ
と
を
忌
む
」
こ
と
は
境
界
性
の
問
題
を
背
景
と
す
る
。
こ
の
観
念
か
ら
産
飯
と

四
十
九
日
と
も
対
応
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
よ
る
と
、
栃
木
県
下
都
賀
郡
で
は
「
七
夜
に
、
抱
い
て
初
め
て
橋
を
渡
ら
せ
る
。」
と
あ
る
〔
恩

賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
八
〇
〕。
七
夜
は
「
産
」
の
第
一
段
階
の
忌
明
け
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、「
生
」
の
問
題

が
「
産
」
の
問
題
と
重
な
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
吾
妻
郡
坂
上
村
（
現
、
原
町
）
で
は
「
産
屋
明
け
ま
で
は
橋
を

渡
ら
せ
な
い
。」
と
の
報
告
も
あ
る
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

一
九
五
〕。
和
歌
山
県
本
宮
町
小
津
荷
（
現
、
田
辺

市
）
で
は
「
産
婦
も
初
参
り
が
済
む
ま
で
は
川
を
渡
る
も
の
で
は
な
い
と
い
」
う
〔
近
畿
民
俗
学
会　

一
九
八
五　

一
五
九
〕。「
川
」

は
境
界
を
意
味
し
、「
橋
を
渡
ら
せ
な
い
」
と
い
う
禁
忌
は
、「
霊
」
の
不
安
定
さ
ゆ
え
に
境
界
を
渡
る
こ
と
を
忌
む
と
の
観
念
に
基

づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
産
」
の
忌
明
け
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
産
」
の
「
穢
れ
」
の
減
失
と
、「
生
」
の

「
霊
」
の
移
行
が
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
三
）「
生
」
と
「
死
」
に
お
け
る
「
霊
」
の
移
行
観
念

「
生
」
と
「
死
」
が
「
霊
」
の
移
行
に
よ
っ
て
観
念
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
境
界
性
が
問
題
と
な
る
。「
こ
の
世
」
と
「
あ
の

世
」
の
移
行
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
蓑
笠
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
群
馬
県
吾
妻
郡
原
町
で
は
「
後
の
も
の
の
お
り
な
い
時
は
、

「
古
里
に
忘
れ
て
お
き
し
蓑
と
笠
、
お
く
り
給
え
や
観
世
音
菩
薩
」
と
い
う
歌
を
三
遍
唱
え
る
。」
と
い
い
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会

編　

一
九
七
五　

二
四
四
〕、
福
井
県
遠
敷
郡
（
現
、
小
浜
市
の
一
部
・
若
狭
町
・
あ
お
い
町
）
で
は
、「
菅
笠
を
も
や
し
た
灰
を
飲

む
と
後
産
が
お
り
る
。」
と
の
報
告
も
あ
り
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

二
四
六
〕、
蓑
笠
が
「
霊
」
の
「
こ
の
世
」

へ
の
安
定
的
移
行
を
促
す
呪
具
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

飯
島
吉
春
は
胞
衣
を
お
ろ
す
呪
術
に
お
い
て
、「
と
く
に
注
意
す
べ
き
呪
法
は
、
履
き
物
と
蓑
笠
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

述
べ
〔
飯
島　

一
九
九
四　

四
六
〕、
蓑
笠
が
出
産
に
お
け
る
呪
具
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

葬
送
儀
礼
と
蓑
笠
の
関
係
は
、
誕
生
儀
礼
よ
り
も
強
く
み
ら
れ
る
。
両
者
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
て
い
る
が
〔
林

二
〇
一
四
〕、
あ
ら
た
め
て
事
例
を
紹
介
す
る
。
堀
哲
は
、
志
摩
郡
磯
部
村
坂
崎
（
現
、
志
摩
市
磯
部
町
）
で
は
、
葬
列
に
蓑
・
笠

二
七

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
個
々
の
儀
礼
対
応
の
再
検
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が
つ
く
こ
と
〔
堀　

一
九
七
八　

二
四
六
〕、
さ
ら
に
埋
葬
後
の
「
土
盛
り
の
上
に
は
蓑
や
笠
が
お
か
れ
る
。」
こ
と
を
報
告
し
て
い

る
〔
堀　

一
九
七
八　

二
五
四
〕。
ま
た
奥
村
幸
雄
は
「
通
過
儀
礼
」（「
特
集
１　

米
沢
塩
井
地
区
の
民
俗
」）
で
、
米
沢
市
塩
井
地

区
で
は
、
棺
を
担
ぐ
人
が
ダ
ミ
ミ
ノ
を
着
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
〔
奥
村　

一
九
七
六 

・
一
九
九
五　

三
一 

・
六
九
五
〕。「
蓑
笠

を
着
る
」
こ
と
が
着
て
い
る
人
の
「
移
行
」
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
送
る
」
側
の
人
が
身
に
着
け
る
こ
と
で
、「
送
り
届
け

る
」
こ
と
を
視
覚
化
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
和
歌
山
県
本
宮
町
に
蓑
吊
り
の
習
俗
が
あ
る
。
請
川
で

は
「
葬
式
を
出
す
前
に
オ
ベ
ン
ト
ウ
の
お
に
ぎ
り
を
ワ
ラ
ツ
ト
に
入
れ
て
地
下
（
ジ
ゲ
）
の
外
れ
に
葬
式
の
と
き
に
必
ず
蓑
と
笠
を

掛
け
る
木
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
持
っ
て
行
っ
て
蓑
、
笠
、
オ
ベ
ン
ト
ウ
を
掛
け
て
置
く
と
い
う
。
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
人
が
蓑
笠
で

オ
ベ
ン
ト
ウ
を
持
っ
て
那
智
山
へ
お
参
り
に
い
く
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。」
と
『
熊
野
の
民
俗
』
で
は
報
告
す
る
〔
近
畿

民
俗
学
会
編　

一
九
八
五　

一
七
一
―
一
七
二
〕。
こ
の
事
例
で
は
、
す
ぐ
に
「
送
る
」
が
、
そ
の
際
に
蓑
と
笠
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
近
藤
直
也
は
「
死
後
六
日
目
の
夕
方
、
川
の
水
際
に
立
つ
人
形
」
で
、
徳
島
県
海
南
町
近
辺
の
「
蓑
笠
人
形
」
を
紹
介
す

る
。「
簔
笠
人
形
」
と
は
、
死
後
六
日
目
に
、
簔
笠
を
着
せ
た
人
形
を
川
原
に
立
て
て
お
く
も
の
で
あ
り
、
川
の
増
水
で
流
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
〔
近
藤　

二
〇
〇
七
〕。
さ
ら
に
『
近
畿
民
俗　

和
歌
山
県
有
田
郡
清
水
村　

共
同
調
査

特
集
号
』
に
よ
る
と
、
和
歌
山
県
有
田
町
で
は
、「
七
日
ガ
エ
リ
に
は
、
竹
で
三
脚
の
よ
う
な
も
の
を
組
、
蓑
笠
を
か
ぶ
せ
て
、
台

の
上
、
胸
に
当
る
と
こ
ろ
に
お
餅
、
食
物
、
六
文
銭
を
入
れ
、
ロ
ー
ソ
ク
を
と
も
す
。
こ
の
よ
う
に
し
た
人
形
様
の
も
の
を
橋
の
た

も
と
と
か
中
程
に
立
て
る
。
こ
れ
に
一
番
最
初
に
行
き
当
っ
た
者
が
六
文
銭
を
取
り
、
人
形
を
川
の
中
へ
蹴
り
入
れ
る
。
こ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
が
成
仏
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
昔
は
こ
の
六
文
銭
を
持
っ
て
い
る
と
バ
ク
チ
に
強
い
と
い
わ
れ

た
そ
う
で
あ
る
。」
と
い
う
〔
近
畿
民
俗
学
会　

一
九
七
六 

・
一
九
九
五　

九
二 

・
一
〇
二
〕。
弁
当
を
持
た
せ
た
り
、
人
形
に
着
せ

て
川
原
に
立
て
て
流
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
の
送
り
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
蓑
吊
り
の

習
俗
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、
本
宮
町
下
向
で
は
、
四
十
九
日
に
「
男
の
人
が
二
人
か
ら
四
人
で
湯
の
峰
に
湯
に
入
り
に
行
く
。
そ
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の
途
中
、
ベ
ン
ト
ウ
と
い
い
、
竹
の
皮
に
包
ん
だ
握
り
飯
を
山
道
に
お
い
て
お
く
。
こ
の
時
、
古
い
蓑
を
持
っ
て
行
っ
て
捨
て
た
。」、

ま
た
檜
葉
で
も
「
ヒ
ア
ケ
に
湯
の
峰
に
行
く
途
中
、
カ
ギ
ノ
ク
ボ
の
地
蔵
さ
ま
に
ベ
ン
ト
ウ
を
上
げ
る
。
こ
れ
を
直
ぐ
に
烏
が
来
て

食
べ
る
と
良
い
が
、
食
べ
な
い
時
に
は
亡
者
が
ま
だ
ゆ
く
と
こ
ろ
に
行
っ
て
な
い
」
と
い
う
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
近
畿
民
俗
学
会

一
九
八
五　

一
八
三
〕。
先
に
蓑
吊
り
で
紹
介
し
た
請
川
地
区
の
四
十
九
日
に
関
し
て
は
形
見
分
け
を
行
う
こ
と
し
か
『
熊
野
の
民

俗
』
に
は
な
か
っ
た
が
、
本
宮
町
の
中
で
、
葬
式
前
の
儀
礼
的
行
為
と
四
十
九
日
の
行
為
及
び
観
念
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。「
霊
」
の
送
り
が
重
層
的
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

蓑
笠
に
関
し
、
小
松
和
彦
は
百
姓
一
揆
で
蓑
笠
を
着
る
こ
と
か
ら
「
生
と
死
と
い
う
社
会
的
境
界
を
越
え
る
と
き
の
衣
装
と
し

て
蓑
笠
が
用
い
ら
れ
て
い
る
」「
こ
こ
で
の
蓑
笠
は
死
者
も
し
く
は
死
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
機
能
を
帯
び
て
い
る
」
と
述
べ
る

〔
小
松　

一
九
八
五　

二
〇
八
〕。
飯
島
吉
春
は
「
蓑
笠
は
マ
レ
ビ
ト
（
異
人
）
の
扮
装
と
さ
れ
、
こ
れ
を
着
た
ま
ま
民
家
に
入
る
こ

と
は
禁
じ
ら
れ
た
。
蓑
笠
は
こ
の
世
の
者
で
は
な
い
こ
と
を
象
徴
的
に
表
す
と
と
も
に
、
異
界
と
こ
の
世
と
い
う
二
つ
の
世
界
を
移

行
す
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。」「
蓑
笠
自
体
が
移
行
や
通
過
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
指
摘
す
る
〔
飯
島　

一
九
九
四　

四
八
〕。
小
松
・

飯
島
と
も
に
、
蓑
笠
は
「
生
と
死
の
移
行
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
生
」
に
お
い
て
は
肉
体
が
こ
の
世
に
表
れ
る

瞬
間
、「
死
」
に
お
い
て
は
、
直
後
、
七
日
と
重
層
的
に
「
移
行
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
蓑
笠
に
よ

っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
四
）
餅
か
ら
み
た
対
応
性

誕
生
儀
礼
で
は
三
日
目
に
餅
を
搗
く
地
域
が
多
く
み
ら
れ
る
。
千
葉
県
市
原
郡
菊
間
村
（
現
、
市
原
市
）
で
は
「
産
後
三
日
目

を
三
つ
目
と
称
し
、
は
ぎ
の
餅
を
作
る
。
そ
れ
を
ミ
ツ
メ
ノ
ボ
タ
モ
チ
と
い
う
。
里
方
は
じ
め
親
戚
、
取
り
上
げ
の
爺
さ
ん
婆
さ

ん
、
産
婆
す
な
わ
ち
コ
ト
リ
バ
ア
サ
ン
（
子
取
婆
さ
ん
）
な
ど
へ
送
り
、
産
婦
も
こ
れ
を
食
う
。」
と
い
う
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育

会
編　

一
九
七
五　

三
六
六
〕。
大
藤
ゆ
き
は
神
奈
川
県
の
境
川
流
域
に
お
い
て
「
初
子
は
里
で
産
を
し
た
の
で
、
三
日
め
に
、
婚

二
九

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
個
々
の
儀
礼
対
応
の
再
検
討



家
か
ら
ミ
ツ
メ
の
ぼ
た
餅
を
と
ど
け
て
く
る
。
世
話
に
な
っ
た
か
ら
と
組
と
近
所
へ
も
配
っ
た
。
婚
家
で
産
を
し
た
場
合
に
は
、
オ

ヤ
モ
ト
か
ら
ぼ
た
餅
を
届
け
、
ク
ミ
シ
タ
（
組
の
中
間
）、
仲
人
へ
５
こ
か
７
こ
お
重
に
入
れ
て
く
ば
る
。
く
ば
る
と
組
の
人
が
お

祝
い
に
く
る
。
来
た
人
に
は
、
ぼ
た
餅
・
赤
飯
・
天
ぷ
ら
な
ど
を
食
べ
て
も
ら
う
。
今
も
お
や
も
と
か
ら
ぼ
た
餅
を
届
け
る
（
藤
沢

市
西
俣
野
・
横
浜
市
瀬
谷
区
上
俣
野
）。
瀬
谷
の
中
屋
敷
で
は
、
三
つ
で
お
重
が
一
ぱ
い
に
な
る
く
ら
い
の
大
き
な
ぼ
た
餅
を
作
っ

て
、
産
婆
に
も
く
ば
る
。
竹
村
町
で
は
今
も
ミ
ツ
メ
に
ぼ
た
餅
を
造
り
、
産
院
へ
持
っ
て
い
っ
て
産
婦
に
た
べ
さ
せ
、
実
家
に
も
く

ば
る
。」
と
報
告
す
る
〔
大
藤　

一
九
八
九　

一
一
六
～
一
一
七
〕。

葬
送
儀
礼
で
は
四
十
九
日
に
餅
を
搗
く
と
す
る
地
域
が
多
い
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
葬
式
当
日
の
餅
で
あ
っ
て
も
四
十
九

日
の
餅
と
呼
ぶ
地
域
は
多
く
、
葬
送
儀
礼
で
の
餅
は
「
四
十
九
日
に
搗
く
」
形
で
観
念
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
千
葉
県
鎌
ヶ
谷

市
軽
井
沢
で
は
、
故
人
が
屋
根
か
ら
離
れ
る
日
を
「
タ
ツ
ビ
」
と
い
い
、「
こ
の
日
に
タ
ツ
ビ
ノ
ボ
タ
モ
チ
（
立
つ
日
の
ぼ
た
餅
）

を
作
り
、
茶
碗
に
入
れ
て
墓
参
り
の
と
き
に
持
っ
て
行
っ
て
供
え
た
り
、
当
日
葬
家
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
に
ご
馳
走
す
る
。」
と
い

う
〔
鎌
ヶ
谷
市
史
教
育
委
員
会　

一
九
九
三　

五
一
二
〕。
ま
た
、『
江
戸
川
区
史
』
に
は
「
死
後
三
十
五
日
は
「
ほ
と
け
の
立
ち

日
」
と
い
っ
て
四
十
九
忌
を
か
ね
て
法
事
を
す
る
村
も
あ
る
。
葛
西
地
区
で
は
、
こ
の
三
十
五
日
忌
の
時
、
ぼ
た
も
ち
を
つ
く
っ
て

屋
根
に
向
っ
て
ほ
う
り
あ
げ
る
習
慣
が
あ
る
。」
と
あ
る
〔
江
戸
川
区　

一
九
七
六　

四
〇
一
〕。「
立
つ
」
の
は
す
で
に
肉
体
の
処

理
は
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、「
霊
（
＝
魂
）」
で
あ
ろ
う
。
な
お
加
藤
嘉
一
は
「
栃
木
縣
芳
賀
郡
地
方
」
で
、「
三
十
五
日
の
追
善
に

は
草
履
に
ボ
タ
モ
チ
を
つ
け
て
墓
に
上
げ
る
。（
剣
の
山
を
登
る
に
辷
ら
な
い
や
う
に
と
の
意
で
あ
る
）」
と
報
告
す
る
〔
加
藤　

一
九
三
三 

・
一
九
七
八　

八
八 

・
八
一
二
〕。
栃
木
県
芳
賀
郡
地
方
で
は
、
誕
生
儀
礼
と
は
関
係
な
く
、
地
獄
と
の
関
連
で
「
ボ
タ

モ
チ
」
の
意
味
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
当
該
地
に
は
「
日
光
山
寂
光
寺
念
佛
和
讃
」
が
伝
承
さ
れ
〔
芳
賀
町
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
九
九　

三
二
〕、
ま
た
「
寂
光
寺
釘
念
仏
縁
起
」
が
あ
る
〔
神
道
大
系
編
纂
会　

一
九
八
五　

二
二
～
二
三
〕。
地
獄
と
の
強
い

関
係
性
を
示
す
の
は
こ
の
よ
う
な
地
域
的
な
特
質
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
葬
送
儀
礼
が
独
自
に
展
開
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し
て
い
る
。

秦
博
文
は
「
葬
送
習
俗
」
で
「
四
十
九
日
に
な
る
と
忌
み
明
け
で
あ
る
。
一
升
の
餅
を
つ
い
て
、
四
十
八
個
の
小
餅
を
取
り
、
残

り
を
平
た
く
円
く
す
る
。
こ
れ
を
「
笠
モ
チ
」
と
い
い
、
こ
の
上
に
四
十
八
の
小
餅
を
の
せ
て
仏
に
そ
な
え
る
。
死
者
が
そ
の
餅
を

身
に
つ
け
て
持
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
。」
と
報
告
す
る
〔
秦　

一
九
七
三 

・
一
九
九
五　

一
一
五 

・
一
三
一
〕。「
死
者
が
そ
の
餅

を
身
に
つ
け
て
持
っ
て
い
く
」
に
着
目
し
た
い
。
先
に
紹
介
し
た
鎌
ヶ
谷
市
や
江
戸
川
区
葛
西
地
区
の
「
ボ
タ
モ
チ
」
だ
け
で
は
な

く
、
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、「
餅
」
を
投
げ
て
霊
を
去
ら
せ
る
と
の
伝
承
は
散
見
す
る
。
堀
哲
は
「
三
重
県
の
葬
送 

・
墓
制
」
の
中

で
、「
鵜
殿
村
で
は
四
十
九
日
に
四
十
九
餅
（
大
餅
と
四
十
八
個
の
丸
餅
）
を
屋
根
に
放
り
上
げ
る
。
熊
野
市
大
井
谷
で
は
、
こ
の

四
十
九
日
餅
を
ひ
そ
か
に
家
に
持
ち
帰
っ
て
屋
根
に
放
り
上
げ
る
と
、
屋
根
の
上
に
い
る
死
者
に
対
す
る
供
養
に
な
る
」
と
い
う

〔
堀　

一
九
七
九　

五
四
〕。
湯
殿
は
南
牟
婁
郡
鵜
殿
で
あ
り
、
現
在
の
紀
宝
町
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宗
像
市
で
は
「
日
形
月
形
（
丸

餅
）
と
か
手
形
足
形
（
楕
円
形
の
餅
）
と
い
う
一
升
餅
を
搗
き
、
そ
の
他
は
四
十
九
個
に
ち
ぎ
り
分
け
て
寺
に
納
め
る
。
こ
の
餅
は

死
者
の
霊
の
弁
当
」
と
い
う
〔
宗
像
市
史
編
集
委
員
会　

一
九
九
六　

四
四
五
〕。
ま
た
岡
山
県
瀬
戸
内
市
で
は
「
四
十
九
餅
を
つ

い
て
寺
に
お
く
る
の
は
、
餅
に
死
霊
を
つ
け
て
送
り
出
す
こ
と
で
、
四
十
九
日
ま
で
は
屋
根
棟
に
い
る
」
と
い
う
〔
土
井
・
佐
藤
・

鶴
藤　

一
九
八
一　

一
九
〕。「
四
十
九
日
の
餅
」
は
「
こ
の
世
」
か
ら
「
あ
の
世
」
へ
の
移
行
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
（
四
十
九
日
の
餅
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
四
十
九
日
の
餅
の
成
立
と
意
味
に
つ
い
て
」〔
林　

二
〇
一
七
〕
を
参
照
）。「
霊
」
移

行
と
、
忌
明
け
が
重
な
る
こ
と
は
、「
霊
」
の
存
在
と
「
穢
れ
」
の
観
念
と
の
相
関
性
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

餅
が
「
霊
」
の
移
行
を
具
現
化
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
誕
生
儀
礼
に
お
い
て
は
、
誕
生
三
日
目
に
「
餅
」
を
搗
く
（
ボ
タ

モ
チ
を
作
る
）
こ
と
は
、「
あ
の
世
」
か
ら
「
こ
の
世
」
へ
と
「
霊
」
を
招
き
寄
せ
る
意
味
が
あ
る
と
い
え
、
さ
ら
に
は
名
付
け
と

同
様
に
、
餅
に
よ
っ
て
「
霊
」
の
定
着
を
は
か
ろ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
は
四
十
九
日
を
中

心
に
、「
こ
の
世
」
か
ら
「
あ
の
世
」
へ
送
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
中
心
的
な
起
点
が
生
物
学
的
な

三
一
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「
生
」
と
「
死
」
で
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
産
飯
と
枕
飯
と
い
う
儀
礼
的
側
面
の
類
似
性
と
は
異
な
る
次
元

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
五
）
餅
の
呼
称

『
日
本
産
育
資
料
集
成
』
に
は
、
長
野
県
南
北
安
曇
野
郡
〔
三
六
六
頁
〕、
富
山
県
射
水
郡
小
杉
町
付
近
（
現
、
射
水
市
〔
三
六
七

頁
〕）、
富
山
県
東
西
砺
波
郡
南
部
山
麓
地
方
〔
三
七
六
頁
〕、
三
重
県
三
重
郡
（
現
、
四
日
市
市
〔
三
七
〇
頁
〕）
で
、
三
日
目
に

「
餅
」
や
「
団
子
」
を
贈
り
、
そ
れ
を
「
チ
カ
ラ
モ
チ
（
力
餅
）」
と
称
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

葬
送
儀
礼
で
も
埼
玉
・
千
葉
を
中
心
に
「
チ
カ
ラ
モ
チ
」
の
呼
称
が
広
が
っ
て
い
る
。
草
加
市
で
は
「
四
十
九
日
に
は
、
親
戚
の

人
た
ち
が
朝
か
ら
喪
家
に
集
ま
っ
て
餅
を
搗
い
た
。（
中
略
）
五
〇
個
の
小
さ
な
丸
め
餅
を
作
る
。
こ
の
中
の
四
九
個
が
シ
ジ
ュ
ウ

ク
モ
チ
（
四
十
九
餅
）
で
、
十
三
仏
と
一
緒
に
お
寺
に
納
め
る
も
の
で
あ
あ
る
。
残
り
の
一
つ
は
、
チ
カ
ラ
モ
チ
（
力
餅
）
と
か
ワ

カ
レ
ノ
モ
チ
（
別
れ
の
餅
）
と
呼
ん
で
い
る
。」
と
あ
る
〔
草
加
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
八
七　

六
六
七
〕。
誕
生
三
日
目
と

「
死
」
の
四
十
九
日
に
作
る
餅
の
呼
称
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
も
、「
生
」
と
「
死
」
が
「
餅
」
を
介
し
て
相
関
性
を
持
つ
こ
と
を
示

す
が
、
そ
の
相
関
性
は
「
餅
」
を
介
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
葬
送
の
四
十
九
日
に
屋
根
に
餅
を
投
げ
上
げ
る
こ
と
が
、

霊
の
弁
当
と
説
明
す
る
地
区
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
霊
」
を
介
し
て
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
奈
良
県
山

辺
郡
二
階
堂
村
（
現
、
天
理
市
）
で
は
、「
チ
カ
ラ
モ
チ
を
里
方
か
ら
贈
り
よ
こ
す
。
ナ
ヌ
カ
イ
ワ
イ
と
呼
ぶ
。」
と
あ
り
〔
恩
賜
財

団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
八
九
〕、
こ
の
地
で
は
お
七
夜
と
四
十
九
日
が
対
応
的
に
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
一
位
的
に
対

応
性
を
も
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
が
、
富
山
県
東
西
砺
波
郡
南
部
山
麓
地
方
で
は
「
チ
カ
ラ
モ
チ
」
の
呼
称
だ
け
で
は
な
く
、「
ホ
ネ
ツ
ギ
ダ

ン
ゴ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
七
六
〕。『
岩
瀬
郡
誌
』
に
は
四
十
九
の
餅
を
「
骨
接

ぎ
と
稱
す
」
と
あ
る
〔
岩
瀬
郡
役
所　

一
九
七
二　

二
九
四
〕。「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
に
よ
る
と
「
本
書
は
、
大
正
十
二
年
福
島
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県
岩
瀬
郡
役
所
編
纂
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
原
本
と
し
て
復
刻
し
た
。」
も
の
と
い
う
（
ペ
ー
ジ
番
号
な
し
）。
大
正
時
代
に

は
「
骨
接
ぎ
」
と
し
て
四
十
九
日
の
餅
が
作
ら
れ
て
い
た
。
大
磯
町
で
は
「
死
ん
で
四
九
日
目
に
、
そ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
の
で
、

四
十
九
日
に
は
四
九
個
の
餅
を
作
る
の
だ
と
い
う
者
も
い
る
。」
と
い
う
〔
大
磯
町　

二
〇
〇
三　

五
〇
三
〕。「
骨
接
ぎ
餅
」
は
ば

ら
ば
ら
に
な
っ
た
骨
を
接
ぐ
た
め
の
餅
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
念
は
死
後
生
と
現
世
の
連
続
性
が
根
底
に
あ
る
も
の
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、「
伊
勢
國
白
子
領
風
俗
問
状
答
」
に
は
「
四
十
九
日
に
大
な
る
餅
を
、
四
十
九
の
餅
の
上
に
置
、

寺
へ
贈
る
。
是
を
笠
の
餅
と
云
。
俗
に
再
生
し
來
た
る
時
、
此
餅
胞
衣
と
な
り
、
四
十
九
の
餅
は
骨
と
な
る
と
云
習
は
せ
り
。」
と

あ
る
こ
と
か
ら
〔
竹
内
利
美
・
原
田
伴
彦
・
平
山
敏
治
郎　

一
九
六
九　

六
二
五
〕
四
十
九
日
の
餅
が
「
再
生
」
観
念
の
中
で
語
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
餅
が
骨
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
骨
を
接
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て

は
再
生
の
た
め
の
意
識
が
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
と
通
底
す
る
な
ら
ば
、
三
日
目
の
団
子
で
骨
を
接
ぐ
こ
と
は
、
す
で
に
肉
体
は
現
出

し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
見
合
う
「
霊
」
を
象
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
六
）
杵
の
音
を
聞
か
せ
る
こ
と

『
日
本
産
育
資
料
集
成
』
に
奈
良
県
宇
智
郡
一
円
（
現
、
南
内
村
か
五
條
市
）
で
は
、
三
日
の
祝
い
に
「
餅
を
搗
き
、
赤
子
に
杵

の
音
を
聞
か
せ
る
。」
と
い
う
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
七
〇
〕。「
杵
の
音
」
と
誕

生
儀
礼
と
の
関
連
は
こ
の
一
例
し
か
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が
、
杵
は
餅
を
搗
く
道
具
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
餅
」
へ
の
連
想

に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。「
杵
の
音
」
に
関
し
て
も
、
四
十
九
日
の
儀
礼
に
お
い
て
顕
著
に
み
ら
れ
る
。

大
阪
府
枚
方
市
で
は
、
四
十
九
日
ま
で
は
「
唐
臼
を
つ
く
こ
と
、
ハ
タ
を
織
る
こ
と
を
忌
む
。
チ
ョ
ン
〳
〵
と
い
う
ハ
タ
織
の

音
は
死
人
の
魂
を
招
き
寄
せ
る
か
ら
だ
と
い
う
。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
枚
方
市
史
編
纂
委
員
会　

一
九
七
二 

・
一
一
九
九
五　

一
二
〇 

・
一
六
五
六
〕。
こ
の
事
例
は
、
唐
臼
や
ハ
タ
の
音
が
死
者
の
魂
＝
霊
を
呼
び
寄
せ
る
の
で
音
を
た
て
て
は
な
ら
な
い
と
の

禁
忌
に
な
っ
て
お
り
、
他
の
事
例
と
は
理
由
が
逆
で
あ
る
。
一
般
に
は
四
十
九
日
ま
で
は
家
の
棟
に
霊
が
い
る
の
で
、「
呼
び
寄
せ

三
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る
」
と
い
う
理
由
は
矛
盾
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、「
霊
」
の
移
行
が
「
音
」
と
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
禁
忌
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
な
り
強
い
結
び
つ
き
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。
枚
方
の
事
例
は

「
音
」
が
餅
か
ら
の
連
想
で
は
な
く
、「
音
」
そ
の
も
の
に
呪
術
的
な
力
が
観
念
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
唐
臼
だ

け
で
は
な
く
ハ
タ
も
だ
め
と
言
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
奈
良
県
宇
陀
郡
一
円
の
事
例
と
枚
方
市
の
事
例
は
、
観
念
に
お
い
て
は
同
じ
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

福
島
県
舘
岩
村
（
現
、
南
会
津
町
）
で
は
「
こ
の
朝
の
餅
つ
き
の
杵
の
音
で
、
家
の
棟
の
あ
た
り
に
い
た
死
者
の
霊
魂
が
離
れ
る

の
だ
と
い
う
。」
と
い
う
〔
舘
岩
村
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
九
二　

一
九
二
〕。
平
野
伸
生
は
「
茨
城
県
の
葬
送
・
墓
制
」
の
中
で
、

「
大
宮
町
で
は
、（
中
略
）
死
霊
は
四
十
九
日
ま
で
屋
根
の
棟
に
留
ま
っ
て
い
て
、
こ
の
四
十
九
日
の
餅
を
搗
く
杵
音
を
聞
い
て
遠

く
へ
去
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。」
と
報
告
す
る
よ
う
に
〔
平
野　

一
九
七
九　

九
八
〕、
杵
の
音
は
餅
搗
き
を
連
想
さ
せ
、
そ
の
餅

は
「
あ
の
世
」
へ
行
く
た
め
の
弁
当
と
し
て
の
四
十
九
日
の
餅
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
十
九
日
の
間
の
禁
忌
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
群
馬
県
勢
多
郡
横
野
村
（
現
、
渋
川
市
）
で
は
、
四
十
九
日
ま
で
は
「
臼
の
音
を
た
て
て
は
な
ら
な
い
。」

と
の
禁
忌
と
な
っ
て
い
る
〔
群
馬
県
勢
多
郡
横
野
村
誌
編
纂
委
員
会　

一
九
五
六　

一
一
四
六
〕。
ま
た
、
三
重
県
南
牟
婁
郡
長
井

（
現
、
熊
野
市
）
で
は
「
死
者
の
霊
が
49
日
の
間
、
家
の
棟
に
留
ま
っ
て
い
て
、
臼
の
音
を
聞
い
て
か
ら
離
れ
る
と
い
わ
れ
、
49
日

に
は
餅
を
つ
く
。
従
っ
て
そ
れ
ま
で
は
臼
の
音
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。」
と
い
い
〔
堀　

一
九
七
八　

二
六
三
〕、

明
確
に
杵
と
音
と
餅
搗
き
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
四
十
九
日
ま
で
は
「
霊
」
の
移
行
を
さ
せ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
霊
」
の
移
行
に
よ
り
「
死
」
が
完
結
す
る
。
四
十
九
日
の
間
は
家
の
棟
に
「
霊
」
は
居
る
。
家
に
ま
だ
と

ど
ま
る
べ
き
不
安
定
な
状
態
で
あ
る
と
の
観
念
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
蓑
笠
に
よ
っ
て
七
日
目
に
移
行
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
霊
」
の
移
行
も
順
次
的
で
あ
り
、
重
層
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
「
霊
」

の
移
行
に
視
点
を
置
く
な
ら
ば
、
誕
生
三
日
と
死
後
四
十
九
日
の
対
応
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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八
、
ま
と
め

「
霊
」
の
移
行
は
重
層
的
に
捉
え
ら
れ
た
。
七
日
目
に
蓑
笠
で
送
り
な
が
ら
、
四
十
九
日
ま
で
は
家
の
棟
に
い
る
。
さ
ら
に
、
蓑

笠
を
通
じ
て
は
、
生
物
学
的
誕
生
と
四
十
九
日
と
の
対
応
性
も
見
ら
れ
る
と
い
え
た
。
つ
ま
り
対
応
が
複
層
的
に
な
っ
て
い
る
と
い

え
る
。「
穢
れ
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
儀
礼
を
単
純
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
は
、
同
一
地
域
に
お
い
て
も
、
歴
史
的
に
は
誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
が
別
々
に
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

両
者
が
相
関
性
を
も
っ
て
展
開
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
通
夜
」
は
、
そ
の
成
立
に
誕
生
儀
礼
と
の
関
連
性
は
み
ら
れ

な
い
。
さ
ら
に
、
四
十
九
日
の
餅
の
「
骨
接
ぎ
」
に
関
し
て
は
、
仏
教
の
教
義
上
の
問
題
も
絡
む
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両

者
が
必
ず
し
も
同
じ
観
念
の
中
で
相
関
的
に
展
開
し
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
「
生
」
と
「
死
」
が
常
に
対
を
な
し
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
日
本
産
育
習
俗
民
俗
資
料
集
成
』
に
栃
木
県
茂
木
町
の
事
例
と
し
て
七
夜
に
「
子
の
額
に
「
犬
」
と
い
う
字
を
記
す
」
と
あ

る
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　

三
八
一
〕。
板
橋
春
夫
は
こ
の
「
犬
」
の
字
を
書
く
こ
と
は
「
小
児
の
精
神
＝
魂
は

落
ち
着
か
な
い
の
で
、
悪
霊
に
魅
入
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
に
悪
霊
が
や
っ
て
き
た
と
き
に
、
こ
ち
ら
の
人

で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
ち
ら
の
人
で
あ
り
ま
す
、
と
言
え
ば
、
あ
き
ら
め
て
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
〔
板

橋　

二
〇
一
九　

二
六
〕。「
犬
」
印
は
「
魔
除
け
」
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
は
「
犬
」
字
を
書
く
事
が
「
ア
ヤ
ツ
カ
ク
」
と
呼
ば

れ
、「
ア
ヤ
ツ
」
と
は
「
人
ナ
ラ
ム
モ
ノ
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
お
く
〔
板
橋　

二
〇
一
九　

二
五
～
二
六
〕。
さ
ら
に
「
×
」
印
を

東
北
地
方
で
は
「
ヤ
ス
コ
」
と
呼
ぶ
と
し
、「
犬
」
字
と
の
類
似
性
を
示
す
。
こ
の
「
×
」
印
は
「
結
界
を
示
す
」
と
す
る
〔
板
橋

二
〇
一
九　

三
一
～
三
二
〕。
こ
れ
が
七
日
目
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
で
に
三
日
目
に
霊
の
移
行
を
完
全
す
る
た

め
の
儀
礼
が
み
ら
れ
た
。
七
日
目
は
「
穢
れ
」
の
第
一
段
階
の
減
失
の
期
間
と
し
て
の
性
質
が
強
い
も
の
と
い
え
た
。
こ
の
こ
と
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は
「
穢
れ
」
と
「
霊
」
の
移
行
が
異
な
る
次
元
で
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
葬
送
儀
礼
に
お
い

て
は
、
埼
玉
県
神
川
町
渡
瀬
で
は
死
者
が
出
た
と
き
に
神
棚
を
半
紙
で
封
印
す
る
が
、
か
つ
て
は
笹
で
「
×
」
に
し
た
と
い
う
（
筆

者
調
査
）。「
穢
れ
」
が
神
に
か
か
ら
な
い
た
め
の
所
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
誕
生
儀
礼
で
は
「
霊
」
の
定
着
、
葬
送
儀
礼
で
は
「
穢

れ
」
の
接
触
防
御
を
意
図
す
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
同
様
の
儀
礼
で
あ
る
と
は
い
え
、
観
念
的
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
常
光
徹
は
「
×
印
は
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
状
況
や
文
脈
に
応
じ
て
「
占
有
」「
封
印
」「
防
除
」「
危
険
」「
ま
ち
が
い
」
な
ど

多
様
な
意
味
を
帯
び
て
い
て
、
一
義
的
な
解
釈
は
で
き
な
い
が
、
基
本
的
に
は
外
部
か
ら
侵
入
す
る
（
近
づ
い
て
く
る
）
も
の
を
遮

断
す
る
と
い
う
目
的
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
〔
常
光　

二
〇
〇
〇　

五
〇
〕。
結
界
・

遮
断
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
霊
」
の
定
着
、「
穢
れ
」
と
の
接
触
・
感
染
防
御
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
こ
と
に
な
る
。
常
光
が
指

摘
す
る
よ
う
に
広
く
捉
え
る
な
ら
ば
、
誕
生
儀
礼
で
は
七
夜
に
、
葬
送
儀
礼
で
は
「
死
」
の
生
起
時
に
、
同
様
の
意
味
合
い
を
持
つ

習
俗
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
両
者
の
関
係
性
が
七
夜
と
「
死
」
直
後
に
お
け
る
対
応
性
が
強
い
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
こ
で
も
今
ま
で
に
説
明
し
て
き
た
も
の
と
は
別
の
対
応
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
の
類
似
性
は
、「
穢
れ
」「
霊
」
の
移
行
と
い
う
性
質
に
お
い
て
の
も
の
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
両

儀
礼
を
構
成
す
る
個
々
の
儀
礼
は
意
味
的
に
重
層
的
で
あ
り
、
多
対
多
対
応
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
歴
史
的
に
独
自
に
変
化
し
て
い

る
こ
と
も
考
え
る
な
ら
ば
、
誕
生
儀
礼
・
葬
送
儀
礼
を
構
成
す
る
個
々
の
儀
礼
の
対
応
関
係
は
一
位
的
に
表
化
し
て
捉
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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奥
村
幸
雄　

一
九
七
六　
「
通
過
儀
礼
」「
置
賜
の
民
俗
七 

・ 

八
合
併
号　

特
集
１　

米
沢
塩
井
地
区
の
民
俗
」『
日
本
民
俗
調
査
報
告
書
集
成　

北
海
道
・

東
北
の
民
俗　

山
形
県
編
』、
三
一
書
房
所
収
、
一
九
九
五
年
。

恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
第
一
法
規
出
版
。

香
川
縣
仲
多
度
郡
編
纂　

一
九
一
八　
『
仲
多
度
郡
史
』。

加
藤
嘉
一　

一
九
三
三　
「
栃
木
縣
芳
賀
郡
地
方
」『
旅
と
傳
説
』
第
六
年
七
月
號
（
誕
生
と
葬
禮
號
）［
復
刻　
「
旅
と
伝
説
」
第
十
二
巻
、
岩
崎
美
術

社
、
一
九
七
八
］。

門
屋
養
安　

一
九
九
六　
「
門
屋
養
安
日
記
」
茶
屋
十
六
・
松
岡
精
編
『
近
世
庶
民
生
活
史
料
未
刊
日
記
集
成　

第
一
巻　

門
屋
養
安
日
記　

上
』
三
一
書
房
。

　
　
　
　
　

一
九
九
七　
「
門
屋
養
安
日
記
」
茶
屋
十
六
・
松
岡
精
編
『
近
世
庶
民
生
活
史
料
未
刊
日
記
集
成　

第
二
巻　

門
屋
養
安
日
記　

下
』
三
一
書
房
。

可
児
市　

二
〇
〇
七　
『
可
児
市
史　

第
四
巻　

民
俗
編
』。

鎌
ヶ
谷
市
史
教
育
委
員
会　

一
九
九
三　
『
鎌
ヶ
谷
市
史
』
鎌
ヶ
谷
市
。

河
岡
武
春　

一
九
七
一　
「
解
題
」『
市
川
家
日
記
』
谷
川
健
一
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
十
二
巻　

世
相
一
』
三
一
書
房
。

近
畿
民
俗
学
会　

一
九
八
五　
『
熊
野
の
民
俗　

和
歌
山
県
本
宮
町
』
近
畿
民
俗
叢
書
刊
行
会
。

　
　
　
　
　
　
　

一
九
七
六　
『
近
畿
民
俗　

和
歌
山
県
有
田
郡
清
水
村　

共
同
調
査
特
集
号
』
第
六
六 
・ 

六
七 

・ 

六
八
号
。『
日
本
民
俗
調
査
報
告
書
集
成

三
七

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
個
々
の
儀
礼
対
応
の
再
検
討



近
畿
の
民
俗　

和
歌
山
県
編
』
三
一
書
房
、
一
九
九
五
年
所
収
。

近
世
史
料
研
究
会　

一
九
九
四　
『
江
戸
町
触
集
成　

第
二
巻
』
塙
書
房
。

草
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
八
六　
『
草
津
市
史　

第
三
巻
』
草
津
市
役
所
。

黒
板
勝
美
・
國
史
大
系
編
修
會
編　

一
九
六
五　
「
延
喜
式
」『
國
史
大
系
第
二
十
六
巻
』
吉
川
弘
文
館
。

群
馬
県
勢
多
郡
横
野
村
誌
編
纂
委
員
会　

一
九
五
六　
『
群
馬
県
勢
多
郡　

横
野
村
誌
』。

小
松
和
彦　

一
九
八
五　
『
異
人
論
』
青
土
社
。

近
藤
直
也　

二
〇
〇
七　
「
死
後
六
日
目
の
夕
方
、
川
の
水
際
に
立
つ
人
形
―
死
者
霊
を
対
象
と
し
た
葬
送
儀
礼
（
旧
海
南
町
編
）」『
徳
島
地
域
文
化
研
究
』

第
五
号
。

新
谷
尚
紀　

一
九
九
五　
『
死
と
人
生
の
民
俗
学
』
躍
躍
社
。

神
道
大
系
編
纂
会　

一
九
八
五　
「
寂
光
寺
釘
念
仏
縁
起
」『
神
道
大
系　

神
社
編
三
十
一　

日
光
・
二
荒
山
』。

逗
子
市　

一
九
八
七　
『
逗
子
市
史　

別
編
Ⅰ　

民
俗
編
』。

草
加
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
八
七　
『
草
加
市
史　

民
俗
編
』
草
加
市
。

高
松
市
西
部
民
俗
調
査
団　

一
九
八
六　
『
高
松
市
の
文
化
財　

第
十
編　

笠
井
郷
風
土
記
（
高
松
市
西
部
の
民
俗
）』
高
松
市
歴
史
民
俗
協
会
、
高
松
市
文

化
財
保
護
協
会
。

滝
根
町
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
八
八　
『
滝
根
町
史　

第
三
巻　

民
俗
編
』
滝
根
町
。

竹
内
利
美
・
原
田
伴
彦
・
平
山
敏
治
郎
編　

一
九
六
九　
「
伊
勢
國
白
子
領
風
俗
問
状
答
」『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
九
巻　

風
俗
』
三
一
書
房
。

舘
岩
村
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
九
二　
『
舘
岩
村
史　

第
四
巻　

民
俗
編
』
舘
岩
村
。

多
度
津
町
誌
編
集
委
員
会　

一
九
九
〇　
『
多
度
津
町
誌
―
本
誌
―
』
多
度
津
町
。

茶
屋
十
六　

一
九
九
七　
「
解
題
」
茶
屋
十
六
・
松
岡
精
編
『
近
世
庶
民
生
活
史
料
未
刊
日
記
集
成　

第
二
巻　

門
屋
養
安
日
記　

下
』
三
一
書
房
。

常
光　

徹　

二
〇
〇
〇　
『
親
指
と
霊
柩
車
―
ま
じ
な
い
の
民
俗
―
』
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
。

土
井
忠
生　

一
九
八
〇　
「
解
題
」『
邦
訳　

日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
。

土
井
忠
生
・
森
田　

武
・
長
南
実
編
訳　

一
九
八
〇　
『
邦
訳　

日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
。

土
井
卓
治
・
佐
藤
米
司
・
鶴
藤
鹿
忠　

一
九
八
一　
『
岡
山
文
庫　

○
99　

岡
山
の
民
俗
』
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
。

冨
井
泰
藏　

一
九
七
八　
『
冨
井
泰
藏
覚
帳
』
冨
井
泰
藏
覚
帳
出
版
会
、
非
売
品
。

内
閣
官
報
局　

一
九
七
五　
『
法
令
全
書
』
第
七
巻
―
１
、
原
書
房
（
復
刻
原
本
明
治
二
十
二
年
）

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
号

三
八



　
　
　
　
　
　

一
九
七
六　
『
法
令
全
書
』
第
十
七
巻
―
１
、
原
書
房
（
復
刻
原
本
明
治
二
十
四
年
）

長
野
県
史
刊
行
会
民
俗
編
編
纂
委
員
会　

一
九
八
二　
『
長
野
県
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村　

平
林
民
俗
誌
稿
』。

芳
賀
町
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
九
九　
『
芳
賀
町
史
報
告
書
第
四
集　

念
仏
和
讃
御
詠
歌
集
』
芳
賀
町
。

秦　

博
文　

一
九
七
三　
「
葬
送
習
俗
」
大
阪
府
教
育
委
員
会
「
河
内
滝
畑
の
民
俗　

大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
二
四
輯
」
大
島
暁
雄
・
松
崎
憲

三
・
宮
本
袈
裟
雄
・
高
谷
重
夫
編
『
日
本
民
俗
調
査
報
告
書
集
成　

近
畿
の
民
俗　

大
阪
府
編
』
三
一
書
房
、
一
九
九
五
所
収
。

塙
保
己
一
編　

一
八
九
四　
「
御
産
所
日
記
」『
群
書
類
從
』
第
拾
五
輯
。

林　

英
一　

一
九
九
四　
「
死
の
意
味
の
複
合
的
構
成
」『
近
畿
民
俗
』
一
三
六 

・ 

一
三
七
、
近
畿
民
俗
学
会
。

　
　
　
　
　

一
九
九
七　
『
民
俗
と
内
的
「
他
者
」
―
組
織
と
非
組
織
の
関
係
―
』
岩
田
書
院
。

　
　
　
　
　

二
〇
一
〇　
『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』
法
蔵
館
。

　
　
　
　
　

二
〇
一
四　
「
雨
乞
い
と
し
て
空
葬
礼
が
行
わ
れ
る
理
由
―
葬
送
儀
礼
の
視
点
か
ら
の
解
釈
―
」『
信
濃
』
第
六
六
巻
第
一
号
。

　
　
　
　
　

二
〇
一
七　
「
四
十
九
日
の
餅
の
成
立
と
意
味
に
つ
い
て
」『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』
第
十
九
巻
第
一
号
。

　
　
　
　
　

二
〇
一
八　
「
現
代
の
葬
儀
―
父
の
葬
儀
を
実
例
と
し
て
―
」『
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
』
第
二
十
巻
第
一
号
。

平
出
鏗
二
郎　

二
〇
〇
〇　
『
東
京
風
俗
志　

下
』
筑
摩
書
房
。

枚
方
市
史
編
纂
委
員
会　

一
九
七
二　
「
枚
方
の
民
俗
」
枚
方
市
。
大
島
暁
雄
・
松
崎
憲
三
・
宮
本
袈
裟
雄
・
高
谷
重
夫
編
『
日
本
民
俗
調
査
報
告
書
集
成

　

近
畿
の
民
俗　

大
阪
府
編
』
三
一
書
房
、
一
九
九
五
。

平
野
伸
生　

一
九
七
九　
「
茨
城
県
の
葬
送
・
墓
制
」『
関
東
の
葬
送
・
墓
制
』
明
玄
書
房
。

藤
澤
清
二　

一
九
四
二　
「
餅
の
行
事
そ
の
他
」『
瑞
木
（
み
ず
き
）』
六
号
、
瑞
木
の
會
。（
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
秋
田
県
立
図
書
館
）

　
　
　

http://da.apl.pref.akita.jp/lib/item
/00010001/ref-1-46　

（
二
〇
一
九
年
十
二
月
六
日
閲
覧
）

堀　

哲　

一
九
七
八　
『
三
重
の
文
化
伝
承
』
伊
勢
民
俗
学
会
。

　
　
　
　

一
九
七
九　
「
三
重
県
の
葬
送
・
墓
制
」『
近
畿
の
葬
送
・
墓
制
』
明
玄
社
。

美
濃
加
茂
市　

一
九
七
八　
『
美
濃
賀
茂
市
史　

民
俗
編
』。

宮
古
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
四　
『
宮
古
市
史
（
民
俗
編
）　

上
』
宮
古
市
。

宗
像
市
史
編
纂
委
員
会　

一
九
九
六　
『
宗
像
市
史　

通
史
編　

第
四
巻　

美
術
と
建
築　

民
俗
』
宗
像
市
。

三
九

誕
生
儀
礼
と
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
個
々
の
儀
礼
対
応
の
再
検
討



When a person was born and when a person was dead, various 
courtesy is performed. These courtesies are similar. Because these 
courtesies show that it is the idea that a soul transfers “the next world”
and “the world”  and degree of decreasing of“Kegare”. However, I think 
that I cannot let courtesy deal in the same thing of the length at the time 
when they do it if I think about compliance in a basic meaning.

As a result of established a viewpoint for “Kegare”  that was an idea to 
let perform both courtesy and “the shift of the soul”, and having analyzed 
it, regional;, also, correlation do not be found historically by both courtesy, 
and, and the idea that it was similar to being like multilayer, I thought 
that it was difficult to find individual courtesy correspondence.

Reexamination about the correspondence of individual courtesy
to be performed on birth and the death of the person

HAYASHI Eiichi 

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
号

四
〇


